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はじめに

国家公務員合同宿舎は、 「国家公務員等の職務の能率的

な遂行を確保し、もって国等の事務及び事業の円滑な運

営に資すること」を目的に貸与されるものであり、被貸

与者は、国の指示や宿舎貸与承認書に記載された宿舎貸

与の条件を遵守しなければなりません。

また共同住宅であることから、戸建の住宅とは異なっ

たルールや住み方が必要となりますので、日頃から皆様

のご理解とご協力が不可欠です。

この冊子は、これらのことに関して是非とも知ってお

いていただきたい事項を中心に作成しましたので、入居

にあたり必ずお読みください。

実際にお住まいになって、住宅環境や施設・設備など

にお気づきの点がありましたら、管理人までお知らせく

すださるようお願いいたしま ○
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1．宿舎貸与の条件

宿舎は冒頭で記載したとおり、福利厚生目的で貸与されるものではなく、 「国家公務

員等の職務の能率的な遂行を確保し、もって国等の事務及び事業の円滑な運営に資する

こと」を目的に貸与されるものです。

また、 「貸与」という公権的な立場において一方的に決定される行政行為であって、

民間の賃貸借契約である私法上の契約関係とはその性格が異なるものとなっています。

したがって、宿舎の被貸与者は、国の指示や宿舎貸与承認書に記載された宿舎貸与の

条件を遵守しなければなりません。
一一一一一一一一

詳しくは巻末(1)の「宿舎貸与の条件｣、巻末(2)の「自動車の保管場所貸与の条件」

をご覧ください。

2宿舎の*鬮寺管理

「維持管理」とは、合同宿舎の建物及び設備等がその機能を十分発揮するよう現況を

把握して整備し、また、宿舎の効用に沿って適正に使用されるように運営していくこと

です。合同宿舎の維持管理にあたっているのは、合同宿舎の所在地を管轄する財務事務

所・出張所等です。詳しくは巻末(6)の「合同宿舎維持管理機関」をご覧ください。

なお、維持管理機関は宿舎に管理人を配置し、国と入居者との連絡窓口とさせていた

だいております。

■管理人の種類

●委託管理人（民間会社の管理人）

●専任管理人（国の非常勤職員）

●PF I事業による特定目的会社の管理人

●職員管理人（所属官署に本務があり、本務に支障のない範囲で業務を行う）

※国は維持管理業務の民間委託を積極的に行っているため、ほとんどが委託管理人で

す。

管理人は通常の勤務時間内（8時30分～12時、 13時～17時15分）において建物等

の現況把握、入居者の指導、入退去の立会い、原状回復等の指示、軽微修繕の負担区分

判定、貸与条件の監督、不正使用の排除、共同施設の管理等の業務を行っています。

なお、入居者の生命・財産に関わるような事件･事故あるいは天災等で緊急に対応が

必要な事態が発生した場合を除き、勤務時間外は原則として業務の取扱いをしていませ
一二口一．一一一．一

ん。 ．

●勤務日や緊急連絡先は、宿舎の掲示板等でご確認願います。
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S｡宿舎の修繕

各住戸の設備に不具合が発生した場合、管理人に連絡

し、不具合箇所を確認してもらってください。

修繕が必要な場合は、管理人が国又は入居者の負担と

するか判断しますので、指示に従ってください。

なお、国が負担する場合であっても、手続きに時間を

要することがあります。

一一 －－昼

■次の場合は入居者の負担となります。

●入居者の責任による損傷又は汚損
一一一一一一一一一一一一

●損傷等が軽微なもの
～一一一点一一一一

(地震、台風等の天災、時の経過その他入居者の責に帰することの出来ない

事由により宿舎が損傷又は汚損した軽微な場合も含む）

■入居者が修繕を行う際の注意事項は次のとおりです。

1 ．使用する材料や工法等は、国が設置したものと同等又はそれ以上のもの

としてください。

国が使用した材料や工法等が不明な場合には、現に設置されているもの

と同等、又はそれ以上のものとしてください。

（現に設置されているものが標準的な品質等と著しく異なる場合を除く）

2色、模様、デザイン等、機能上の差異に影響を及ぼさないものについて

は、国が設置したものと同一である必要はありませんが、極力、似通った

ものにしてください。 （詳しくは管理人にお尋ねください）

〆修繕を行う部分との色、槙猿デザプン等を揃えるために、損傷等汐諭い部分につ

いてまで手を加える必要〃ありまゼン(,。

－－』､一 －－
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囮入居者の負担となる「損傷等が軽微なもの」は次のとおりです。

①建具・畳等

i .障子、襖（戸襖を含む）の張替（障子は1枚単位、襖は原則一組単位）

ii .網戸の張替

iii .硝子の入替及びパテ（ゴムバテを含む）の詰替

iv・把手、引手、錠、鍵、蝶番、戸車、その他建具附属器具類の補修及び取替

（ただし、玄関のシリンダー錠及びドア・クローザーの取替を除く）

V.畳表の裏返し及び取替（一枚単位とする）

vi・壁の塗替及び壁クロス等の張替（原則として一面単位とする。パテ埋め等の下地処理

を含む）

②電気設備

i .ブザー及びチャイムの補修及び取替並びにインターホンの補修

ii .各種スイッチ、プレート及びコンセントの補修及び取替

iii .照明器具の補修ならびに電球、蛍光灯等の部品等の補修及び取替

iV.換気扇（ダクトのあるものは除く)、部品等の補修及び取替

③給水設備

i .水道蛇口の補修及び取替（ただし、混合水栓の取替は除く）

ii ・水道管の保温巻きの補修及び取替（ただし、地下埋設部分を除く）

iii .水道管の凍結による漏水の補修（ただし地下埋設部分を除く）

④排水設備

i .流し台のワントラップ、部品等の補修及び排水目皿の取替

ii ・排水管、排水トラップ、溜桝等の清掃

iii .溜桝蓋の補修及び取替

⑤衛生設備

i .洗面器、手洗器、洗濯機バン及びS･Pトラップの補修並びに栓、部品等の取替

ii .便器の便座、便蓋及び蝶番の補修及び取替

iii . フラッシュバルブ、ロータンクの部品等の補修及び取替（ただし、タンク内部の部品

一式取替は除く）

iv.便所内部品（ペーパーホルダー、タオル掛等）の取替

⑥ガス設備

コック（器具又はゴム管を接続する箇所）の補修及び取替

⑦浴槽等

i .浴槽の附属品の補修及び部品等の取替

3



風呂釜及び給湯器（附属品を含む）の補修及び部品等の取替

(ただし、専門業者による施工を要するバーナー、熱交換器その他基幹部品等の取替

を除く）

浴槽の蓋、その他浴室内の備品の補修及び部品等の取替

1 l

l11

③その他

i .台所設備（流し､吊り戸棚、水切棚、防虫網、コンロ台等）の補修

li .化粧箱及び化粧鏡の補修

iii .下駄箱の戸、蝶番、把手及び棚板の補修及び取替

iV.傘立て、タオル掛、カーテンレール、棚板、ハンガーボード、帽子掛、名札掛、郵便

受及び牛乳受の補修及び取替

V.物置の棚板の補修及び取替

⑨上記各項目から判断して、国が被貸与者負担とすることを適当と認めるもの

4．共益費

宿舎には専用部分のほかに、階段・通路・緑地等の共用部分、受水槽・高置水槽・児

童遊園・囲障等の共同施設があり、その機能及び効力を十分発揮させるための維持管理

費が必要となります。

これらに要する費用は、法定点検等国で負担するものを除き、入居者の共同負担で支

払うものであるため、宿舎ごとに毎月一定額の費用（共益費）が必要です。

共益費の額は、宿舎の規模等に応じて自治会等が決めておりますが、共益費の集金・

管理・使用用途等については、自治会等で運営するものであり、管理人が関与すること

は禁止しています。

なお、共益費の管理運営等を自治会等から民間会社に委託することは可能です。

図’
一

一
一Ｌ －－-－

⑩
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共益費負担となる範囲は次のとおりです。

5

No. 項 目 内 容 備 考

1 共用電気料等 給水施設､排水施設の電力料
外灯､階段灯の電気料金

外灯､階段灯の破損･球切れの補修
及び塗装

外灯､階段入口灯については､防犯対策上､日没後
は常に点灯するようにしてください。
また､外灯のポール等にサビ等が発生している場
合は､塗装を行ってください。

2 共用水道料 屋外共用水栓､浄化槽の補水など水
道料金

水道局等から多額の差額料金を請求された場合
は､管理人に連絡してください。

3 給水施設の維持管

理費用

受水槽､高置水槽､給水ポンプ及び
屋内外給水管にかかる点検､調整等

の費用

受水槽､高置水槽の清掃､水道法に基づく検査は
国負担で年1回実施します。

4 排水施設の維持管

理費用

浄化槽及び屋内外の汚水管､雑排水
管及び雨水管(雨樋を含む)にかか

る点検､調整､薬剤投入､清掃及び部
品の取替等の費用

浄化槽(汚水処理場)の維持管理は専門業者に依
頼してください｡薬剤の投入等については､入居
者(当番等)が立会いチェックしてください。
浄化槽､屋外汚水管､屋外雨水管､屋上ルーフドレ
イン､屋内外雑排水管の清掃は年1回が目安です。
屋内雑排水管については､年1回高圧洗浄又は卜
－ラーにて管内清掃を行ってください。

雨水桝については､月1回程度開渠のうえ土砂･落
ち葉･ごみ等除去してください。

5 換気設備の維持管

理費用

天井蝉1入型換気扇､レンジフードの

清掃の費用

台所レンジフード､浴室、トイレ等の天井埋込型
換気扇の清掃は専門業者に依頼し､年1回以上が

目安です。

6 共用部分の軽微修

絹

共用部分の各設備等における専用
部分に準ずる補修及び取替､階段ノ

ンスリップの補修及び取替､集合郵

便受､集合札掛､掲示板､案内板､車
止め､交通標識､囲障､花堀等の補修

費用

上記各項目から判断して､国が被貸

与者の共同負担とすることを適当

と認めるもの

共用部分の各部､各設備については､住戸内専用
部分に準じて補修してください。

階段ノンスリップの剥がれ､フェンスの網の破れ
等は事故に繋がりますので破損個所は補修して
ください。

案内板､掲示板等の鉄部のサビ等は塗装補修して
ください。

7 テレビ共聴アンテ

ナ及びケーブルテ

レビ機器の維持管

理費用

テレビ共聴アンテナ設備配線､機器

の維持管理及び取替費用(ケーブル

テレビの場合を含む）

経年による混合器､増幅器等の機器の取替のため
に稲み立て等をお願いします。

機器は､15～20年周期で取替が生じます。

8 児童遊園地等の維

持管理費用

遊具等の点検､補修､取替､砂場の砂

補充及び清掃等の費用

事故防止の観点から､月1回の遊具の点検と注油
が目安です｡また､サビ等が発生している場合は、

塗装を行ってください。

9 自転車置場､集会

場､共同物置の維持

管理費用

自転車置場､集会場､共同物置の清

掃､補修等の費用

自転車置場にサビ等が発生している場合は､塗装

を行ってください。

10 花壇､樹木等の手入

れに要する費用

花壇の手入れ､樹木の水やり､剪定、

害虫等駆除､施肥等及び芝の刈込、

草刈の費用

樹木の剪定､芝の刈込及び草刈は､近隣住民等か
らの苦情とならないよう伸び具合を考慮して適
時実施してください。

害虫等が発生した場合は､専門業者と相談のうえ

駆除してください。

11 上記以外の共同施

設部分の清掃等に

要する費用

エントランス､エレベーター､階段、

廊下､共同水栓､道路､道路側溝､空

地(緑地)､ゴミ置場等の清掃等の費
用

不法投棄物､放置ごみ処理等の費用

清掃は日常清掃と定期清掃を適切な頻度､内容で
実施してください。

不要自転車は定期的に整理し､警察に照会等手続
きのうえ適正に処分してください ◎

鳥獣類の死骸､糞等は､放置せずすみやかに処理
してください。

12 消火器の再設置等

に要する費用

紛失等による再設置､消防訓練等に
使用した場合の薬剤補填にかかる

費用

業者に依頼し､消火器再設置または薬剤補填を行
ってください。

13 その他入居者の共

通の利便を図るた

め必要と認められ

る費用等

自治会等組織の運営費用

町内会等の会費等
その他当局が共益費で支出するこ

とが適当と認めるもの



5．動物の飼育禁止

におい､鳴き声､抜毛（抜羽）等で、

他の入居者や近隣住民に迷惑をかける

おそれのある動物（犬、猫等）を飼う

ことは禁止しています。知人等から－

時的に預かることも禁止です。

なお、他の方に迷惑をかけることの

ない小動物（かごで飼う小鳥､熱帯魚、

金魚等）を飼うことは差し支えありま

せん。

6．転貸等の禁止

国は、宿舎の全部又は－部を他人に貸したり、居住の用以外の用に供することは、一

切認めていません。

違反した場合は、ただちに宿舎の明渡しを求めるとともに、損害賠償の請求を行うこ

とになります。

●配偶者が設立した会社の住所とすることなどは認められません。

7．自動車の駐車

宿舎敷地内に自動車を駐車する場合は、自動車

保管場所の貸与承認が必要です。また、承認され

た指定保管場所の変更はできません。

なお、工事等により宿舎の維持管理に支障があ

る場合は、自動車保管場所の貸与承認を取り消す

ことがあります。

自動車を指定保管場所に駐車する場合は、次の

ことに留意してください。

●宿舎内で生じた盗難・事故・破損等による損害については、国は一切責任を負い

ません。

●宿舎内に仮設物（車庫等）を設置することは認めません。

S｡屋外広告物の掲示禁止

国が認める場合を除き、広告物、ポスタ一等を宿舎内に掲示することは禁止です。

6



go引越し等の荷物運搬時のお願い

引越し等の荷物運搬は、階段又はエ

レベーターを利用し、ベランダや窓等

からは搬入（出）しないでください。

やむを得ず、大きな家具やピアノを

ベランダから搬入（出）する場合は、

管理人に相談してください。

●引越時のゴミは、所定の日時に

！
」BIW

所定のゴミ置場に出してください。また、大量のゴミ及び粗大ゴミは入居者自ら

処分してください。

● トラックは敷地内の道路上に停めてください｡

●建物周辺には、給・排水管、排水桝等が埋設されていますので、乗用車やトラッ

クが駐車すると破損し、排水等が詰まる原因になります。引越し等により建物及

び工作物等を壊した場合は、すみやかに管理人に連絡してください。この場合の

補修費用は、当該入居者が負担することになります。

10．点検等の立会い

国が修繕等の工事を実施する場合や、法令に基

づき消防設備の点検等を行う場合は、入居者の立

会いが必要となりますので、業者と立会い日時の

調整を行ってください。

●他の住戸の修繕であっても、立会いが必要な

場合があります。

●立ち会わない場合は、あなたの所属する官署

を通じて指示等を行うことがあります。
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諸手続きについて

1 ．入居の手続き

入居の手続きは以下のとおりとなっています。

－－
－

F.＝

|宿舎貸与申請I
所属官署の宿舎担当者は入居希望日の1週間前までに維持管瑠幾関へ申請

宿舎貸与申請
’

’ ’
維持管理機関が承認後、所属官署は被貸与者へ交付

被貸与者は管理人に事前連絡し、鍵の受渡し日時を調整

堕し荷物の柵

被貸与者は「宿舎貸与承認書」記載の入居日から10日以内に入居

号 ’

I’ 公務員宿舎の損傷又は汚撞の確認．申出書の提出
被貸与者は居室内を確認し、入居日から2週間以内に管理人へ提出

、

(1)鍵の受渡は､管理人に「宿舎貸与承認書」を提示することが必要です。管理人は、

宮署が発行する身分証明書等により本人確認を行いますので、 「鍵の受渡し簿」に所

要事項を記入押印のうえ鍵を受領してください。

その際、 「居住者名簿」に所要事項を記入してください。

〆′宿舎貸与承認割に記鐵のある入居日以前の入居ば認めていまぜ",。

(2)宿舎入居後、ただちに居室内の損傷又は汚損の有無を確認のうえ、 「公務員宿舎

の損傷又は汚損の確認．申出書」を2週間以内に管理人へ提出し、管理人による状況

確認を受けてください。

〆損傷又慰汚漬かない場合も必ず獄仏でください。

(3)電気ガス・水道電話は、ご自身で直接関係会社等に連絡のうえ、手続きをし

てください。使用上の不注意から事故等が発生することのないよう、住戸に備え付け

8
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てある各機器類の取扱説明書を一読される等、十分確認のうえ使用してください。

〆取扱説明書は次の入居者のためにも大切に保管してください。

(4) 居住者名簿記載事項に変更（結婚・出生・連絡先等）があった場合は、すみやか

に「居住者（変更）届」を管理人へ提出してください。

※裏面は巻末(1)｢宿舎貸与の条件」になります。鰯宿舎貸与承認書（例）

可
I｢一 宿舎貸与申請書

I
I
関東財務局長●●●●殿

平成26年07月08日

現住所

大阪府大阪市浪速区1－2－3

所属省庁名（官署名）

財務省関東財務局

官 職（俸給表級、号俸）

財務事務官

（行政職俸給表（一）3級18）

氏 名

財務太郎 性別男

｜
I

宿舎の貸与を受けたいので下欄のとおり申鯖します。なお、宿舎の使用にあたっては、法令の規定及び指示に
反しないことを確約します。

題型申鯖の理由､類型 キつ動急1

2 I

’

；
世帯・独身等の別世帯３

４

宿舎貸与承認書
平成26年07月09日

関東財務局長●●●●

上紀申鯖者に対し、下記のとおり宿舎の貸与を承鹿します。また、上配同居者についてもあわせて承麗しま
す。

記

1

(注）宿舎使用料月額には、自動車の保管渇所に係るものを含まない。 ’
－＝

9

自宅（戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸）を保有又は取得の予定無

(以下該当者が記載）

自宅の所在地及び取得予定の墹合の取得時期

宿舎の貸与を必要とする理由（具体的に配錘すること）

氏 名 年令 性別
本人との

続 柄
職 業 備 考

財務花子 33 女 妻 無職

財務二郎 5 男 子 幼稚園

種類 構造・規格 所在地

有料宿舎
鉄筋造

c規格

埼玉県さいたま市中央区新都心1－1

宿舎（住宅）名 （棟一戸番）

埼玉住宅 （棟一戸番:001-01010)

専用面積 宿舎使用料月額 入居日 備考

68.33㎡ 50,0”円 平成26年07月14日 貸与の条件参照



2震動車保管場所の手続き

自動車保管場所の手続きは以下のとおりとなっています。

＝、
F〆
司

’
II 管理人に空き状況の確認

被貸与希望者は自動車保管場所の空き状況を管理人に確認

■■■■■■

空きがない場合

被貸与希望者は管理人が所持する「自動車保管場所予約整理簿」に記入し、待機者登録

■■~■
空きがある I場合（空きが生じた場合）

被貸与希望者は所属官署に申し出のうえ、管理人が所持する「自動車保管場所貸与承認整理
潮に記入し、写しを受領
被貸与希望者は「自動車保管場所貸与承認整理簿」（写）をすみやかに所属官署へ提出

■■■ l
宿舎（自動車の保管場爾）貸与申請 I

ｒ
Ｌ
Ｉ
Ｉ

所属官署の宿舎担当者はすみやかに維持管理幾関へ申請

号

|駐車許可票の受鎮 P

被貸与者は管理人に事前連絡し、駐車許可票の受領日時を調整

』L
ー

－

(1) あらかじめ自動車保管場所の空き状況を管理人に問い合わせ､空きがある場合は、

所属官署に申し出のうえ「自動車保管場所貸与承認整理簿」に所要事項を記入し、管

理人から写しを受け取り、すみやかに所属官署の宿舎担当者へ提出し、所定の手続き

を行ってください。

〆自動草保管場所は原則／台分貸与します6

(2) 「宿舎（自動車の保管場所）貸与承認書」が所属官署から交付されましたら、管

理人に提示して下さい。管理人は、宮署が発行する身分証明書等により本人確認を行

なったうえで「駐車許可票」を交付します。これは無断駐車車両と区別するためのも

のですので、常時車内のフロントガラス等容易に見える箇所に掲示のつえﾐｰ指定され

た保管場所に駐車してください。

(3)保管場所に空きがない場合は、 「自動車保管場所予約整理簿」に待機者の登録を

してください。その後、空きが生じた場合は管理人が登録順に通知します。

(4)新規購入・買替等に必要な車庫証明は管理人が交付します。あらかじめ貸与承認
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ｰ

を受けていることが条件となります。

(5) 自動車の登録内容に変更が生じた場合は、管理人及び所属官署に「宿舎（自動車

の保管場所）貸与申請変更届出書」をそれぞれ1部ずつ提出してください。

(6)毎年5月1日現在において、管理人が「駐車許可票」の検印を行いますので、必

ず検印を受けるようにしてください。

(自動車の保管場所）貸与承認書（例）

※裏面は巻末(2)｢自動車の保管場所貸与の条件」になります。

蝿宿舎

－－1
「‐

｜
｜

｜

宿舎（自動車の保管場所）貸与申請書

｜ “財務扇長．．．､鼠
平成26年07月15日

現住所

埼玉県さいたま市中央区新都心1－1

埼玉住宅1－101

所風省庁名〈官署名）

財務省関東財務局

官 職（俸給表級、号俸）

財務事務官
｜
I’

I藻

のとおり白動亜の保管坦所の賃与を承鯉
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S.退去の手続き

宿舎の退去・自動車保管場所の廃止手続きは以下のとおりとなっています。

心
一

』

退去の決定｜
■

退去の決定

被貸与者は退去が決定次第、すみやかに管理人へ連絡

｢~犀逼去届 ’自動車の保管場所使用廃止届の提出

被貸与者は退去日の5日前までに管理人へ3部提出

’(1回目）舅』だ|回|褥雲重灌

管理人は引越荷物搬出前に原状回復等点検（1回目）を実施

I(2回目）譲嗣回唾圭碧点鱸

管理人は引越し荷物搬出後かつ清掃完了後に原状回復等点検（2回目）を実施

管理人は「宿舎退去届．自動車の保管場所使用廃止届」に記入押印後、被貸与者へ1部返却

｜

ノ

且

宿舎退去届．自動車の保管場所使用廃止届の提趨

公務員宿舎の退去措置等に闇するアンケートの提出
戸

被貸与者はすみやかに所属官署の宿舎担当者へ提出

空 －

(1)退去の決定

退去が決まりましたら、すみやかに管理人へ連絡してください。その際、後述の原
一一一一一一一一一一一

状回復等点検日時（管理人の勤務日かつ勤務時間内とする）を管理人と打ち合わせて

ください。

宿舎は、国家公務員宿舎法第18条第1項各号に該当することとなった日から20日

以内に当該宿舎を明け渡さなければなりません。期日までに明け渡すことができない

場合は、損害賠償の請求を行うことがあります。

■国家公務員宿舎法（宿舎の明渡し等）

第十八条宿舎の貸与を受けた粉が次の各号の一に該当することとなった場合においては、その者（その者が龍二号
の規定に該当することとなった聯合には、その該当することとなった時においてその哲と吋届していた若）は、そ
の職当することとなった日から二十日以内に当該術舎を明け渡さなければならない． （略）
一職貝でなくなったとき．

二死亡したとき．

三娠任、配悩換、勤務する宵料の移転その他これらに類する瓶由により当該病舎に居住する街格を失い、又はその
必要がなく鞍ったとき。
四当骸宿舎について圃等の1嚇又は蒋蕊の巡鴬の必婆に韮づき先順位脅が生じたためその明渡しを鮒求されたとき。
五国において当骸宿舎につき宿舎の礎止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。

12



(2) 「宿舎退去届．自動車の保管場所使用廃止届」の提出

宿舎を退去する場合は、 「宿舎退去届．自動車の保管場所使用廃止届」（以下、

「退去届」という｡）に所要事項を記入押印のうえ、退去日の5日前までに管理人公

3部提出してください。

なお、自動車保管場所の貸与承認を受けている方は、 「退去届」の該当欄に所要

事項を併せて記入してください。

(3)原状回復等点検について

被貸与者が宿舎を退去する場合は、宿舎の

損傷又は汚損の修復の目的から必要最小限

度の範囲内で、原状回復及び軽微修繕（以

一ー~、

〃

、

Ｉ
Ｉ

、

下、 「原状回復等」という｡）を管理人の指示
～ -~=一一一一 一一 一-二一一_ －一一一一一一一一一=一一 一も一一一一一面

に従い行わなければなりません。 （巻末(4)
－－一一一一?一一二一一一一一一 一～一一一一毎

｢合同宿舎原状回復等実施墓準」を参照｡）

① 点検時期

原状回復等点検は、退去者立会いのもと

通常2回実施します。 1回目は、家具等がある段階でおおよその補修項目を把握

し、2回目は引越荷物搬出後かつ清掃完了後に実施し、補修の範囲等を特定しま

す。

原状回復等点検は、宿舎の間取り、汚損等の状況により異なりますが、 1時間

程度要しますので、時間に余裕をもった日程としてください。

②内容と時期

原状回復等の対象となるものは、主として入居中において生じた内壁・天井

床襖及び障子等の汚損等による塗装・補修又は張替え、または設備等の破損及

び滅失等による補修又は取替えなどがあります。

管理人から指示された原状回復等事項を確認し、 「合同宿舎原状回復等点検カ

ード」に記名押印のうえ退去者控えを保管してください。 （巻末(5)｢合同宿舎原

状回復等点検カード」を参照｡）

入居の際、 「公務員宿舎の損傷又は汚損の確認．申出害」を管理人に提出して

いる場合は、点検の際に活用します。

なお、自己負担により改造又は模様替等を行った場合は、退去の際に原状回復

が必要となりますので、点検の際に申し出てください。

③退去届の所属官署への提出

点検が終わりますと、管理人の確認印を押印した「退去届」をお渡ししますの

で、すみやかに所属官署へ提出してください。
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④原状回復等の実施

修繕業昔の選室星這もり埜逼_菱珪浬f王臺j塗囚童埜里蛙､ ﾆﾖZ江逗圭壹皀
身が行うものであり、管理人は一切関与しません。

修繕業者が分からない場合は、維持管理機関が作成した修繕業者リストが管理人

の元にありますので、退去者ご自身で修繕業者の選定を行ってください。複数の修

繕業者から見積もりを徴求することをお勧めします。

(4)退去に関しての注意事項

①屋内をきれいに掃除し、不用物はすべて処

分し、住戸に備えつけの取扱説明書を除き屋

内には何も残さないでください。自転車（子

供用も含む）及びバイクも忘れずに搬出し、

不要な場合は、退去者が処分してください。

②電気・ガス及び上下水道等の精算は、必ず

済ませてください。

③退去する方が取り付けた電話・湯沸器等

の附属品は各自で取り外して処分してください。 （住宅用火災警報器は国が設置し

たものですので、取り外さないでください｡）

④集合郵便受箱に自前で取り付けた錠前は、忘れずに取り外してください。郵便受

箱の中もきれいにしてください。

⑤退去の際は、必ず市役所等で転出の手続きをとり、郵便局には住所の変更を通知

してください。

⑥最後に退室されるときは、火の元及び戸締りの確認をし、電気のブレーカーを下

ろし、水道等各種バルブコックを閉め、玄関の鍵は必ず施錠してください。

⑦鍵・駐車許可票（自動車保管場所の貸与承認を受けている場合）及びこの「住ま

いのしおり」は、必ず管理人に返却してください。

なお、返還された鍵が貸与時の本数以下の場合や、合鍵を作製した場合は、防犯

の面から退去者の負担によって鍵及びシリンダー錠全体を取り替えていただくこと

になっております。

4．その他の手続き

下記の場合など入居中に申請・届出事項が生じた場合は､巻末(3)｢合同宿舎の申請

届出手続一覧表」を参照し、忘れずに手続きを行ってください。

●自宅を取得する場合

●扶養家族以外を臨時に同居させようとする場合

●居住者名簿に変更がある場合（結婚・出生・連絡先の変更等）

● 1か月以上不在にする場合など
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1

宿舎のくらし

1．快適な共同生活のために

宿舎は多くの方が共同で生活しており、それぞれの暮らしがあります。全ての入居者

が快適な毎日を送れるようお互いを思いやり、生活のルールを守りましょう。

万一、生活上のルールをお守りいただけない場合は、あなたの所属する官署を通じて

指示等を行うことがあります。
一一

(1)音と振動

宿舎では生活音（ドアの開閉音、 トイレの流水

音、足音等）や振動が、他の住戸に伝わることは

避けられません。特に夜間はよく響きます。しか

し、ちょっとした心配りと工夫で、無用なトラブ

ルを招かずにすみます。

●テレビ、オーディオ、ピアノなどの音量に

ご注意ください。ーダーグ‐、 、『ーー，ジ リ

3＄き、
ムノ

●小さなお子さんのいるご家庭は、部屋にカ

ーぺットを敷くなど物音が響かない工夫をお願いします。

(2)漏水

コンクリートは、見かけによらず水を通しやす

く、ほんの少しの水でも階下に漏れます。宿舎で

床に防水加工を施してあるところは浴室だけで、

その他の場所（ベランダ、玄関、 トイレ等）では

水を流しての床洗いはできません。

●洗濯機の給水接続器具や排水ホースの外れ

にご注意ください。

〆不洋育など‘で階下ﾝ、の水漏#Z事甜を超こした夢J穴注意などで階下ﾝ、の水漏れ事故を起こした場

’

I

'＠
l

l

l

天弄や畳の補修費府、敷物や家合肱

具等の攪害賠償を負うことになりますb

(3)排水管

宿舎の台所・浴室・ トイレなどの汚水排水管は、上下の住戸が共同で使用していま

す。もし排水管が詰まると、自分の住戸だけでなく階下の住戸にも汚水や汚物があふ

れ出て、掃除や補修に大変な手間と費用がかかります。

●便器にトイレットペーパー以外のもの(生理用品､紙おむつなど)は流せません。

●天ぷら油などの廃油、野菜くずなどを台所の流しに捨てることはできません。

〆詰まりの原因を作った塲合は、補修費房桐濤言謄償を負うことになりま戎
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(4) ベランダ

洗濯物は所定の場所に干してください。ベランダは

火災など非常時に避難路となりますので、隣の住戸と

の境の間仕切り板付近には物を置かないでください。

●お子さんの転落事故を防ぐため、踏み台となるも

のは置かないでください。

●手すりの上に植木鉢等の物を置くことは大変危険

ですのでやめてください。

P

一

可
一

(5)共同施設

宿舎の敷地内には公園、樹木、外灯、ゴミ置場、宅配ボックス等の共同施設がたく

さんあります。入居者がルールを守って大切に使用するのはもちろん、美観や衛生、

安全面についても心配りが必要です。
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2管理の徹底と危険防止のお願い

（1）管理の徹底について

①共用部分の整理整頓

共用部分である階段、廊下及びエントランスホール等は、災害時などに避難通路

となりますので、障害物等不必要なものは置かないでください。

②自動車保管場所

自動車保管場所以外に駐車されますと、通

行に支障が生じたり、交通事故の原因となり

ます。また、非常時の緊急車両やゴミ収集車

が進入できず大変困りますのでやめてくださ

い。

●来客等で宿舎敷地内に臨時で自動車を停

めたい場合は、管理人に申し出てくださ

い。

蕊

(2)危険防止について

①共同施設・設備

宿舎内には､皆さんの生活上必要な受水槽、

ポンプ室及び変電室等の施設があります。こ

れらの施設は、関係者以外の立ち入りを禁止

しています。特にお子さんなどが立ち入らな

いよう日頃から注意してください。

●宿舎内の共同施設、設備が壊れていたり、

危険な状態になっているのを見かけたとき

は、ただちに管理人まで連絡してください。

●宿舎内の旅詔や誇借に勝手に手を加えるごI宿舎内の施設や設備に勝手に手を加えること

再三
戸

■■ー

句

rー－－寺、
ー『

唾謹言弓

はやめてください。

②工事

宿舎の保全等のために補修等の工事を行う

場合があります。工事現場は、資材や車両の

出入りなどで大変危険ですから、現場に立ち

入ったり、現場付近でお子さんを遊ばせたり

しないよう十分注意願います。

●工事を行う際、入居者の立会いが必要な

場合がありますので、ご協力をお願いい

たします。

面一、

、
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I

あ讓祷

宿舎内には入居者が快適な生活が出来るためのさまざまな設備があります。住戸に備

え付けの取扱説明書を読んでから使用してください。

ここでは設備の注意事項やお手入れ方法、居住性の向上や地球温暖化対策の一環とし

て新しい設備を設置している事例を紹介します。

、専用部分の設備

(1)玄関

①ドアの開閉

急にドアを開けると外にいる人にあたる危険

性がありますので、室内から出るときは外を確

かめながらゆっくり開けてください。

〃風の強い日はパアカ轡いよく鰯くごとかありま

戎

1

’

②ドアの開放

扉と枠の間に物を挟んだり、ドアストッパー

を取付けて、 ドアを開け放している住戸を見か

けますが、 ドアに無理な力を加えるとドアクロ

ーザーや丁番が変形し、 ドアの開閉が困難にな

ったり、故障の原因となりますのでやめてくだ

さい。

床

F電

③鍵の管理

鍵は、住戸と一緒に被貸与者にお貸ししたものです。国や管理人は予備の鍵を保

管していませんので、鍵の保管や取扱いには十分注意してください。

〆篭を／本でも紛失したときは、ただ､ちに管理ﾉ(に届け出てください。この塲合、鐙及

びシリンダー碇の取替えにかかる費思は、鍍貸与者の貞撞となります6

＜お手入れ＞

①床の掃除

玄関の床は、防水処理をしていませんので水を流さないでください。

〆壁は打ち水など力跳ねて>詞zると、きれいに溝ちまゼｿfので注意してくださいb

②鍵穴

鍵穴が固いときは、鍵に鉛筆の粉を塗るとよくなります。

〆鍵穴に濁蛋油を注すとブﾐｶW誉して敢燈の原因となります6
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(2)居室

①換気

鉄筋コンクリート住宅は、木造住宅よりも気密性の

高い建物です。サッシについでいる換気小窓や換気扇

等を使い、こまめに換気してください。特に冬期の換

気には注意して、暖房器具等による一酸化炭素中毒等

にならないように注意が必要です。 ｜
’

②結露

結露とは、暖かい水蒸気(空気)が冷やされて水滴に

戻る現象です。特に冬期は、壁やサッシなどのガラス

面に起こり、冷えきった北側の部屋に多く見られます。

結露を防止するには、風通しをよくし、室内の湿度

を少なくすることが必要です。

〆長簿街暖房器具を使屑す‐る場合は、水蒸気を追い出す

ため、時々窓を術けて撰気をよくする必要汐栃〃まず6

巴

蝿蕊蕊雲霧

③カビ

梅雨の季節だけでなく冬の暖房の結露でもカビは生えます。押入れやクローゼツ

ト、家具の裏側等には湿気が溜まりやすく、特にカビが生えやすくなります。

〆職Z間にはバアと窓を鰯〃、室内の風通しをよくする必要かあfﾉまする

〆力とめ唯えた場合は、その部分の風通しをよくして完全に乾癬した後、硬めのブラシ

や固く綴った雑巾でていね↓1に取り除いてください。

④床

洋室の床はフローリングや塩ビシート等で出来てお

り、こぼれた水や汚れをそのままにしておくとシミが

できてしまったり、水が床のすき間から入り込んで、

床下地を腐食させることになりますので、こぼれた水

や汚れはすぐに拭き取ってください。

〆フローリングや塩とシートは傷つきや汎Iの意菫い

物を弓/ぎずつたりするのはやめてください。

－－

⑤床のきしみ

宿舎の床はコンクリートの上に木で床下地を組んでから畳を敷いたり、フローリ

ングを張っています。

時間が経つと木材等が乾燥して収縮するので、木と木の間や木とコンクリートの

間に小さなすき間が生じることがあります。すき間の上を人や物が通ると少し沈ん

だ感じになるのが、「きしみ」です。その時にこすれて出る音が、 「きしみ音」で

19

一
雪
壼

塑



す。きしみやきしみ音は、完全に直すことはできません。

⑥畳

畳の上にカーぺット等の上敷きを敷いておくと、畳

の中の通気が悪くなって畳床（畳の下地）を傷めます

ので、時々畳の表面を外気にあててください。

〆菫い家冥類佐んす､ ノ本棚テレど台等）を置く場合

は､畳の上に厚手のベニヤ叛等を數いて畳を傷つけな

い工夫か必要で戒

』
=､

＝

I ＝

1 一
、
一
、I

‘ 1
二二

、

⑦クギの打ちつけ

柱や廻り縁にはクギやフックを打ち付けないでくだ

さい。金物を取付けて良いのは、幅広付鴨居だけです。

家具の転倒防止やフックを取付けてお使いください。

r号 竃＝一一ｱーーー

評

＜お手入れ＞

①床の掃除

床のフローリングや塩ビシートが汚れた場合は、温水や住宅用洗剤で拭き取り、ワ
ックスで磨いてください。ワックスは、床の種類によって次のものをお使いになると
効果的です。

・フローリング･…･･専用ワックス

・塩ビシート………水性ワックス

〆床ば日頃からほこりを取り、莞封きしていただきますと、表面の汚れも駁れ、つ

やも長芽ちしまずb

②畳の掃除

畳は水気を吸うと汚れやカビの原因となりますので、毎日の掃除は掃き掃除と乾拭
きをしてください。

③天井と壁の掃除

毎日の掃除はハタキでほこりを落とす程度で、時々乾拭きをしてください。クロス

は住宅用洗剤をつけて掃除すると、少しの汚れならきれいになります。

塗装面は固く絞った雑巾で拭くだけで少しの汚れなら落ちます。

④サッシの掃除

サッシの手入れは不要のように見えますが、ほこりやすすが付きやすく、長く放置

すると汚れが積もってしまいます。

〆－髭詞zまずとなかな〃影zか落ちまゼｿ(,の意蒔く雰住宅用誌割て洗い、拭き取っ

てください。またレーールの柵は、割り箸の先に布を巻きつけて封くと便利ですb
⑤網戸の掃除

宿舎によっては網戸が設置されているところもあります。普段からこまめにハタキ

をかけてください。汚れが激しい場合は、ブラシやスポンジに住宅用洗剤をつけてこ
すり洗いをします。その後は洗剤分を硬くしぼった雑巾でよく拭いて水気を完全に取
ってください。

"調戸はデリケートで或廟〃扱いは丁寧にしてください。
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(3)台所

①流し台

ステンレスの流し台は清潔で耐久性があり、

茶碗を落としても割れにくいなど多くの利点を

持っています。しかし、ステンレス製でも汚れ

を放置しておくと錆びて腐食することがありま

す。

〆濡れた缶やピンなど鉄製の物を長い間放置す

ると、鉄か蓋びるとともにステンレス面も錆

びることかありま魂これが/~もらい錆／で戒

食されてしまいますので注意してください。

－5二

今

●， ‘
一

0

L
'’

L理鋤~芽一一
そのままにしておくと内部まで錆長

②流し台の排水

台所で流した水は、建物の中の共用排水管を

通り、屋外の下水管へ流れ込むようになってい

ます。共用排水管を詰まらせると、同じ配管を

使う全ての方に迷惑となり大変です。いつも気

持ちよく台所を使うために、次のことに注意し

てください。

〆米粒、茶がら、野菜くず等の台所ゴミか排水

管に流γZ込まないようにしてください。

－

－－

、 ソ

狸
｢

多
悔
が
、
電

「

可
三

｜

’

〆流し台の排水目ざらは、持ち上げると簡望に取り外せますので､料理等で流しを便つ

たあとは必ず手入れをし、湾装ったゴミを廟〃除いてください。

d/天ぷら漉濱を排水口に流すと排水管のゆて効力掴まつ窓詰まりの原因となりま戎

③吊戸棚

吊戸棚はボルトで止めてありますから、重いものを載せると棚が壊れたり、外れ

たりすることがあり大変危険ですので注意してください。

④食器洗浄乾燥機の設置

流し台の上に取付けるときは給水栓と排水の位置を良く考えて設置してくださ

い。取り付けに伴い給水栓を改造する場合は、事前に管理人へ相談してください。

⑤ディスポーザーの設置

ディスポーザーは排水処理施設が必要な設備です。宿舎にはその設備がありませ

んので、個人でディスポーザーを設置することは出来ません。
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＜お手入れ＞

①流し台、コンロ台の掃除

ステンレス部分の掃除は、柔らかい布やスポンジに台所用洗剤をつけて洗ってくだ

さい。コンロ台の下は汚れやすいものですので、日頃から汚れは住宅用洗剤でよく洗

うようにしてください。

②吊戸棚の掃除

吊戸棚の引き出しや棚の中は整理整頓して、清掃を心がけてください。

③換気扇とレンジフードの掃除

換気扇は毎月1回程度は掃除をしてください。ダクトの中に油が溜まると火災の原

因となります。レンジフードは取扱い説明書をよく読んで、掃除をこまめに行ってく

ださい。

(4)浴室

①換気

浴室は、特に湿気が高くカビが発生しやすい場所で

す。使用後は窓をあけて常に通気を良くしてくださ

い。窓のない浴室では換気扇を使用して乾燥させてく

ださい。

q

Fl

Lr

1

』
｡

②排水管

浴室の排水口には、排水トラップが取り付けてあり

ます。目ざらには髪の毛などがたまりやすいので、使

用後は時々目ざらを取り外し、ワントラッブを上げて

掃除してください。
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＜お手入れ＞

①壁のタイルの掃除

壁のタイル面はスポンジか雑巾に浴室用洗剤をつけて、こすり洗いしてください。

クレンザー､ナイロンたわしの使用は厳禁です。タイルの表面を傷つけるとともに、

タイル本来のツヤも失われますので、軽い汚れのうちにこまめに掃除するようにして

ください。

②床のタイルの掃除

床のタイル面はタイル用ブラシに浴室用洗剤をつけて、こすり洗いしてください。

③カビの掃除

カビの掃除は市販の塩素系カビ取り剤で漂白してください。カビ取り剤を使用した

ら必ず最後に水洗いをしてください。使用する際は換気に十分注意してください。

22



(5) トイレ

①水が止まらなくなったら

水が止まらなくなった時は、タンク付近にある給水

管の止水栓をドライバーで閉めてください。これは応

急措置として水を止めただけですから、管理人に連絡

し、その指示に従ってください。

一

戸
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ロ
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』
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②詰まり

トイレが詰まって汚物が流れな

い場合や、その他便器や排水管に

異常があると思われる場合には、

上下階の入居者に使用を中止して

もらったうえ、ただちに管理人に

連絡してください。

便っていない状態

水面はオーバーフロー管の
先より2～3cm低くなっています。

手洗管

ポールタッブ
レバー

浮玉
オーバーフロー菅

ゴムフロート
排水弁

混
嘩

一定の水面の位置まで水がだまると浮玉も上がり
ボールタップの弁が閉じて給水が止まります。

③詰まらせないために

トイレの排水管は、上下階の住戸がつながっていますので、排水管が詰まると逆

流して、場合によっては下の階であふれ出すなど大変なことになります。

〆必ずトイレットペーパーを使い、吸い謡、Z私、綴おむつ、生遭展吊などを流すこと

は繕瀞にやめてください。

<お手入れ＞

①床と壁の掃除

トイレの床は防水しでありませんので、階下に漏水しないように水洗いは絶対にし

ないでください。

②便器の掃除

スポンジにトイレ用洗剤をつけて磨くようにして洗ってください。

〆掃験のために塩酸･殺虫剤などの割を流すことは、排水管を腐食させるなど

施讓の機能に重ﾌtな支臆をきたしますのでやめてください。
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(6) ガス給湯器

①ガス給湯器はベランダや外廊下に面して設置

されています。入居時にガス会社等に十分説明

を受けてから使用してください。

房＝＝＝ ＝胃＝三＝

｡

②給湯器の周辺は排気の熱で高温となりますの

で、燃えやすいものは絶対に置かないでくださ

い。台所、浴室の給湯器リモコンは水をかけた

り、ボタンを強く押しすぎたりしないように丁

寧に使用してください。

風呂釜（バランスがま）

使用中の排気ガスが室内に出ることがなく、

安全性が高い設備です。

①本体の外板、底板、接合部のビス等が腐食

しますと、排気ガスが浴室内に漏れたり、不

完全燃焼したり、事故の原因となりますの

で、掃除を心がけてください。

(7) 旦二

”
一

I

■

②浴室の床排水口の清掃を行い、浴槽の水を張り替えるときに釜本体の底が水に

浸からないようにしてください。また、洗濯機の排水を浴室に流す場合、排水が

釜本体に直接かかることがないように排水先の位置に注意してください。

③点火の前に、浴槽の水が上側の循環パイブロより10cm以上まで入っているこ

とを必ず確かめて下さい。特に空だきは危険です。消火するときは、ガスコック

のつまみを正しく「止」にし、ガスの元栓を忘れずに閉めてください。

④次の場合は、バランスがまの使用を止めて管理人に連絡をしてください。

●点火ハンドルを何回まわしても点火しないとき

●バーナーの燃焼が不安定なとき

●点火中に異常音が発生したとき

●浴室内でガス特有のいやな臭いがしたとき

●その他各部の故障又は異常があるとき
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(8)水道設備

水道は、私たちの生活に欠くことのできないものです。入居者が使っている水は、

以下のような方式があります。

水道局の本管から直接つながっているもの

受水槽に水を貯めポンプで屋上に設置してある高置水槽へ送り、自然水圧を

利用して住戸へ供給しているもの

圧力ポンプを設置して各住戸まで供給しているもの

●
●

●

直轄 式貯水桧水道方式
～

編p
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~一 一 七
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由
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メータボックス ﾒｰﾀボックス’
1ﾒｰﾀポｯｸｽI F

みだりにこれらの施設に立ち入ったり、石を投げ入れることなどはやめてください。

〆給水管は、宿舎敷地内に鰯殼されていますの冠構内道路以外に車を乗り入れたり土

地を掘り起こしたりしないでください。弓織しの際のトラックにも注意するようにし

てください。

①断水したら

断水は、停電や機械の故障により給水ポンプが止まった場合や、皆さんが同時に

使用して水の使用量が急激に増えた場合に起こります。

断水した場合は、水道の蛇口は必ず閉めてください｡閉め忘れると、復旧したと

きに急に水が飛び出して、部屋が水浸しになってしまいます。

②蛇口からポタボタ水が漏れてきたら

ポタボタ落ちる水の音は不愉快であるばかりでなく、その量も意外に多いもので

す。このような場合は、蛇口のパツキンがすり減っているときですので、これを取

替えてください。

なお、水を出すとき「ブルル・ ・ ・」という音がする場合もバツキンがすり減っ

ているときですので、取替えてください。
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罰③激しい水漏れが起きたら

水栓が外れるなど水漏れが激しい場合は、階

段や廊下にあるパイブシヤフト扉内のメーター

まわりにある止水栓を右に回して水を止めてく

ださい。水を止めたあと、管理人に連絡してく

ださい。

j 脚
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』

巨

(9)電気設備

正しく使わないと電気は大変危険です。電気は

使い方を誤ると災害の原因となります。器具や配

線の安全限度を知っておくとともに、器具の取付

けなどに際しては専門業者と十分相談してくださ

い。

①電気容量

宿舎の電気容量は、建築年度や宿舎の規格に

9

’

より、20A(アンペア)、30A、40A、50A、60Aとなっています。

電気の供給契約は、電力会社と入居者との間で直接行なっていただきます。

●現在の電気容量を変更しようとする場合は､宿舎により使用できる最大電気容

量が異なります。あらかじめ管理人に申し出て増量可能か確認し承諾を得たう

えで、電力会社に契約容量の変更を申し出てください。

●契約容量以上の電気が流れますと、危険であり停電や火災の原因となりますの

で、必ず確認してください。

●退去時にはアンペア数を元に戻す原状回復が必要です。

②住戸内の電気が消えたら

各戸分電盤内を確認し、ブレーカーが落ちて

いれば、電気の使い過ぎが考えられます。使用

中の電気機器の電源を落としてからブレーカー

を上げてください。

各戸分電盤内には、漏電ブレーカーが付いて

います。漏電ブレーカーが働いて停電した場合

は、各回路を全部落として、漏電ブレーカーを

| ’ §Hg

鰯
233

曇
0 1

，－■竃垂量 睡月…

復旧してから各回路のブレーカーをひとつずつ入れてください。電源を入れた際

に、漏電ブレーカーが落ちたところの回路や電気器具類が漏電していることになり

ます。この場合は、その部分の回路のブレーカーを落としてから管理人に連絡し、

その指示に従ってください。
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③電気の事故を防ぐには

1箇所のコンセントから、タコ足配線などで一度にたくさんの電気器具を使うこ

とは、火災や停電の危険があるのでやめてください。

アイロン、ヒーター等の電熱器具を付けたままにしたり、スイッチを消し忘れた

りすると火災の原因になります。外出はもちろん、ちょっと目を離すときにも必ず

スイッチをお切りください。コンセント周りにほこりが付着すると火災の原因とな

ります。定期的に掃除をしてください。

また、濡れた手足でソケット等や電気器具に触れると、感電するおそれがありま

す。洗濯機等の大容量機器にはアースを必ずつけてください。

④エアコンを取付ける前に

電気容量の関係で、エアコンを2台目以降取

付けられない宿舎もあります。購入・取付け前

に必ず管理人に相談してください。また、取付

けにあたっては次の点に注意してください。

●エアコンの排水管のゴムホース等は、宿舎

の美観を損なうばかりでなく、水漏れなど

他の入居者の迷惑になりますので、排水可

能であることを確認してください。
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1
●窓付エアコンの場合は、取付けた隙間から風雨が吹き

込まないよう防水対策をしてください。

●エアコンの取付けは、専門業者に依頼してください。

●200V用コンセントに取り替えた場合は、退去時に

100V用コンセントに戻す原状回復が必要です。

(10） ガス設備

入居時のガス開栓は、必ずガス供給会社が立ち会って

行うことになっています。

その際、住戸内に取り付けてあるガス器具は点火試験

を行いますので、ガス器具の取扱いに誤りがないように

十分に説明を受けてください。

①ガス中毒を防ぐために

ガスが完全燃焼するためにはガス量の何倍もの空気

が必要です。部屋の換気をよくし、バーナーの空気口

~

の調節をすることが大切です。ガスが不完全燃焼すると有毒な一酸化炭素が発生

し、蓄積するとガス中毒を起こします。

また完全燃焼している場合も、換気が悪いと屋内の二酸化炭素が増えてきます。
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②ガス爆発事故を防ぐために

鉄筋コンクリート造の宿舎は気密性が高いため、ガス漏れが生じますと、わずか

な火気（例えばスイッチ類からの火花）でも爆発します。

ガス漏れ等が発生した場合は、即座に元栓を閉め、窓を全開にして空気の入れ換

えをし、すぐにガス会社に連絡してください。その際絶対に火気を使ったり、電

気器具のスイッチを入れたりコンセントを抜いたりしないでください。

③ガスを安全に使用するための心がけ

ガスを安全に使用するために次のことに注意してください。

●ガス器具、ガス管は、ガス会社の検査済みの優良品をお使いください。なお、

ビニール製のガス管の使用は危険なので止めてください。

●ガス管は十分差し込み、安全バンドでしっかり止めてください。また、必要な

長さにとどめ、差し込み口が緩くなった場合は切りつめ、古いガス管は新しい

ものに取り替えてください。

●ガス器具を使用する部屋は換気に十分注意してください。

●コンロなどはときどき手入れして、ガス穴をよく掃除してください。

●使用しないときは、器具のコック、部屋のガス栓や台所、浴室の元栓を確実に

閉めてください。長期にわたって不在にするときは、メーターの元栓（安全コ

ック）も閉めてください。

●しばらく使用していない古い器具を使用する際は、あらかじめガス会社に点検

してもらってから使用してください。

(11）テレビ共聴設備等

①テレビ共聴施設の扱い

宿舎の屋上には、テレビ共同聴視アンテナ

が設置されています。共同聴視アンテナで受

信した電波は、各住戸のテレビ用端子に送ら

れてきていますので、同軸ケーブルを接続す

るだけでテレビが観られます。
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②BS、CSアンテナの取付け

衛星放送用共同聴視アンテナ(BS)が設置されている宿舎では、個人の受信装

置を取付けることはご遠慮ください。

衛星放送用の共同聴視アンテナ(BS)が設置されていない宿舎で、ベランダの

手すりにアンテナを設置する場合は、手すりに傷を付けないように設置してくださ

い。なお設置する場合は、事前に管理人へ相談してください。
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(12）住宅用火災警報器

住戸内には住宅情報盤直結タイプ又は単独タイプが設置されていて、正常に作動す

るためには維持管理が重要となります。

①作動確認

－~ I単独タイプは警報

器から下がっている

ひもを引く又は、ボ

タンを押すことによ

り作動確認が出来ま

す。詳しくは取扱説プロ ロー『ｰ、vU,罰八J峰卜〃し

，
と
継
浸
署

思
鯉
睡
一
鐸
画
．

匡
●

明書をお読みくださ

い。

なお、直結タイプは国において毎年点検を行ってなお、直結タイプは国において毎年点検を行って

ー、一一

点検の際は立会いいますので、

を行ってください。

②火災以外でも鳴ってしまうことがあります

火災以外でも次のような場合に鳴ってしまうことがあります。燥煙式殺虫剤など

を使用する場合は、ビニール袋などでカバーをしてください。

●スプレー式殺虫剤、ヘアスブレーなどが直接かかった時

●タバコの煙を吹きかけた時

●調理の煙や湿気などがかかった時

●嶢煙式殺虫剤などの煙を発生させた時

●煙感知部にホコリや虫が入った時

また、鳴ってしまった場合は、室内の換気をするか警報音を止めてください。

住宅情報盤直結タイプは、エントランス等に設置されている総合警報盤の停止ボ

タンを押すか、不明な場合は管理人に連絡し指示を受けてください。

単独タイプは、警報停止ボタンを押すか引きひもを引くと警報音が一時的に停止

します。詳しくは取扱説明書をお読みください。

Ｊ
４
７

1

〆
、
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2共用部分の設備

共用部分は入居者が利用する大切な場所です。お互いの生活を尊重し、協力して清掃

などを行い、快適な住環境をつくるように努めてください。

(1)エントランスホール

エントランスホールは、建物の顔です。清掃

することにより、住環境が快適になるだけでは

なく、訪れた方にも明るく好印象を与えます。

また、集合郵便受けや掲示板が設置されてい

ますので、大切に使用してください。

(2)廊下・階段

廊下や階段は入居者が通行する場所です。掃

除は話し合って協力してください。

火事や地震などの際には避難通路になります

ので、物は置かないでください。

〆自転車の駐輪や物置代わfﾉに便うごとは、通

､ 行の迷惑になるだけでなく避難の妨げにもな

りま戎廊下~に置いた汐の力辮み台となっ種

小さなお子さんの藪落事敬につながりま戎

(3) メーターボックス

メーターボックスには電気・ガス及び水道等

の計器・配線などがあり、物の出し入れなどで

損傷するとガス漏れや水漏れ等の原因となりま

すので、私物を入れないでください。

(4)エレベーター

エレベーターは､大切な皆さんの「足」です。

使用方法の誤りやイタズラをすると、思わぬ故

障や事故につながります。特にお子さんには、

エレベーター付近では遊ばないよう普段から注

意してください。

万一エレベーター内に閉じ込められたら、操

作盤の「呼出しボタン」を押してインターホン

で外部と連絡を取ってください。非常ブザー等

にお気付きになりましたら、エレベーター管理エレベーター管理会

－|"|M■割

一

’

’

型1

L●

社又は管理人に連絡してください。
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操/仁ボタンを傘の先など硬い物で葵き押さないでください。

扉か開くときは危険ですから、扉に翻れぬよう特に'さなお子さんにこ注意ください。

幼婚は保護者力聯き添って利用してください。

エレベーター内ば難で式

ﾉ(〈災や地震の際はエレベーター力祉まりますb塔溌で避難してください。

扉の溝にゴミ、力迩、タバコの吸殻等力j狭まると、扉が閉まらなくなったり途申でZとま

ったりしま魂溝はいつも清掃してください。

〆
〆

〆
〆
〆

(5)屋上

転落事故や防水層を傷め雨漏りの原因になりますので、屋上へ上がることを禁止し

ています。

(6) 自転車置場

廊下や窓先など自転車置場以外の場所に置か

れますと、通行の邪魔になるだけでなく、火災

などの緊急の場合に障害となります。定められ

た場所に整頓して置いてください。管理は所有

者自身で行い、盗難にあわぬよう施錠してくだ

さい。

オートバイを置くことは、転倒した場合大変

危険です。自治会等で置き場所を決めて駐輪し

てください。

〆不要な自転草やオートノ〃は、持ち主ｳ菅任を持って翅分してください。

〆挿ち主不明の自転菫は、警察等に雁認したうえて捷獅ｳに処分してください。

己

匡、

に

(7)構内道路

宿舎内での無断駐車は絶対にやめてくださ

い。無断駐車は、緊急車両やゴミ収集車などの

通行の障害になるばかりでなく、車の影から子

供が飛び出し事故につながります。

〆お子さﾝ(,の遊び場にならないように注意してく

ださい。

膠室
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(8)給水設備

受水槽（高置水槽）等の給水設備は、毎年国が清掃を行っています。清掃にあたっ

ては断水を伴う場合があります。入居者のご協力をお願いします。

階段室やエントランスホールの入口近くに設置されている屋外の共同水栓（足洗い
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場水栓）は、受水槽とは別に直接水道本管と接続

されています。ポンプの故障等で断水した時も使

用できます。

共同水栓の使用料は共益費の負担となります。

使いすぎに注意し、使用に際しては住宅ごとにル

ールを決めておくと良いでしょう。

墨一百一■
毒ご
、
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(9)排水設備

排水管は定期的に清掃してください。なお、自治会等

で専門業者に清掃を依頼することをお勧めします。清掃

をせずに排水管が詰まった場合は、自治会等の負担で修

繕していただきます。

また、屋外の排水管も併せて清掃してください。
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(10） ゴミ置場

て三二薑罷奎冨壼茎熱願鱈毒圭 ｜
り扱いが異なります。市区町村のルールに従って

ください。

ゴミの出し方については、一人でもルールを守 ｜
らないと環境を損なうばかりでなく、 トラブルの

原因にもなり円滑な共同生活の妨げになります

〆一般家庭で棚している家電製品はアコン・テレど

雪リサイクル法に則り適正に処理してください。

冷ﾒ蒻童･洗濯機）の処分は、家

(11）児童遊園，公園

児童遊園や公園が設置されている宿舎がありま

す。これらの施設は、宿舎敷地内といっても、小

さなお子さんだけで遊ぶことは危険です。保護者

の方は十分注意して遊ばせてください。また、近

隣住民にも開放しています。互いに気持ちよく使

用してください。

〆遊具等に異常がありましたら、使用しないで萱麗

人に運緒してください。
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(12）集会場

大規模な宿舎には集会場を設けています。集

会場の鍵は、管理人が管理しています。使用さ

れる方は申し出てください。

●集会場は次に掲げる用途に使用すること

はできません。

。営利を目的とする行為

・政治活動又は宗教活動

・室内スポーツ（特に指定された集会場

を除く）

謹
一

~電看
一

込竺一

・その他集会場設置の目的に反し、又は集会場の維持管理上支障があると認め

られるもの

●使用者は原則として入居者としていますが、利用日に空きがある場合は、近隣

住民も使用が可能です。

●集会場の光熱水料その他の経費として自治会等が定めた使用料を管理人にお支

払いください。

(13）消防設備

消火栓、火災報知器、非常警報等の設備のあ

る宿舎では、消防訓練などの際に設備の位置及

び扱い方を知っておくと良いでしょう。

これらの設備については、国が専門業者に委

託し定期点検を行っていますが、お子さんのい

たずら等により、破損や誤って作動させてしま

うことがあります。その場合は、入居者に修繕

費用を負担していただきます。

●D●●●｡●わの■

１
１
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3。新しい設糒

近年、宿舎での防犯対策、居住性の向上や地球温暖化対策の一環としてそれらに対応

した新しい設備を設置している宿舎があります。ここではその概要を紹介します。

(1) オートロックシステム

防犯対策の一環としてエントランスドアに

オートロックを設置しています。 ドアの開錠

方法は、暗証番号入力やドアキー及び住戸内

のインターホン設備で行います。

不審者の侵入を防止するための設備です

が、入居者や来訪者のあとについて入館する

「共連れ」の方法により侵入される恐れがあ

りますので、エントランスを出入りする際は

’
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周囲へ目配りをするよう防犯に心がけてください。

●暗証番号は管理人と協議のうえ、定期的に変更してください。

(2)防犯ガラス

防犯ガラスは2枚のガラスで強靭な膜を挟

んでいるのが特徴で、一般のガラスに比べ、

ガラスを割られても突き破るのが難しい構造

となっています。
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(3) 24時間換気システム

建築基準法の改正によりホルムアルデヒドを含む内装材の使用

制限や24時間小風量換気が義務付けられました。

この機能を発揮させるには、

・換気ファンのスイッチを切らないこと

・洋室や和室などの壁に設置されている給気口を塞がないこ

と、です。

気密性の高い宿舎となっていますので、寒い時期においても換

気を守ってください。

＝三二二二＝言二』
＝ 一戸型
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(4) インターネット設備

住環境向上の一環としてLAN配線方式のイン

ターネット設備が設置されています。 （光配線で

はありません｡）

利用を検討する方は、宿舎ごとに通信事業者が

違いますので、管理人又は自治会等に確認してか

ら、直接通信事業者と契約を行ってください。
I
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一
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(5)太陽光発電

省エネ.CO2

対策として宿

舎の屋上部分

に太陽光発電

パネルを設置

し、エレベー

ター電力に供

一
一

Ｉ

１
１

給しています。入居者が直接太陽光パネルを見ることは出来ませんが、エントランス

に表示パネルが設置されています。

(6)屋上緑化

宿舎の屋上などに多年草常緑樹のセダムを植樹

しています。この設備はヒートアイランド現象の

緩和、大気の浄化作用や建物の劣化防止に役立ち

ます。

(7)高効率型給湯器（潜熱回収型）

家庭ではエネルギーの約3分の1が給湯用に使用されています。温暖化対策の一環

として開発された高効率型給湯器は、今まで捨てていた排気熱を再利用することで熱

効率を大幅に向上させ、ガス使用量及びCO2排出量の削減を図ることが出来ます。
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|v 資料編

1．防犯・防災の基礎知識

ここ数年、集中豪雨や大地震などの自然災害が多く発生しており、また、宿舎内にお

いても犯罪や火災の発生が多発しています。

自然災害の発生を止めることは出来ませんが、事前に防災対策を行っておくことで、

被害を軽減させることが出来ます。

また、火災発生の主な原因である放火とタバコも入居者ひとりひとりが火を出さな

い．出させない心構えがあれば防げるものです。

ここでは、入居者が防犯・防災対策に必要と思われることについて紹介しますので、

いざというときに備え、一読しておいてください。

(1) 防犯

近年、空き巣、自転車・自動車の盗難や痴漢など宿舎内での犯罪も多く発生してい

ます。不審者・不審物を見かけましたら、警察へ通報するとともに管理人にも連絡し

てください。

①鍵

鍵に住戸番号、氏名を書くことは、紛失した

ときに危険ですのでやめましょう｡外出する際、

郵便受等に置くことも危険ですのでやめましよ

う。

②ベランダ側の戸締り

宿舎の空き巣被害のほとんどはベランダ側か

ら侵入されています。 1階の住戸は鍵付クレセ

ント錠又はダ､ブルクレセント錠等になっていま

す。ちょっとした外出の際にも効果的ですの

で、施錠するようにしましょう。
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③長期不在時

戸締りを厳重にするだけでなく、隣の入居者にも声を掛けるようにしましょう。

新聞受けに新聞が溜まったままにしておくと空き巣に狙われやすくなりますの

で、長期不在の場合は販売店に配達を止めてもらいましょう。
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④インターホン、ドア・アイ、 ドア・チェーン

チャイムが鳴ってもすぐ玄関ドアを開け

たりせずに、まずインターホンやドア・ア

イで訪問者の確認をしてください。

在宅中も施錠し、 ドア。チェーンを掛け

る習慣をつけておくと良いでしょう。

僻‘ 寺
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(2)地震

あわてて廊下や階段に飛び出すことは危険ですの

で、大きな地震の時ほど落ち着いて行動することが

大切です。

まず、冷静になり家族の安全を確認し、テレビや

ラジオなどで情報を集めるようにしましょう。

①身の安全の確保

宿舎は鉄筋コンクリートで出来ていますが、上

の階ほど大きく揺れます。しかし、倒壊すること

はまずありません。

地震が起きたら、テーブル等の下にもぐり身を守ることが大事です。

団などで頭を保護してください。

・う●

また、座布

②火の始末

ゆれの合間をみて、火元の確認と火の始末をしてください。

③屋外への避難

屋外へ避難する際はエレベーターを使用せず、危険な場所に近づかないようにし

ましょう。

なお、日頃から避難経路、避難場所の確認をしておくことが大事です。災害時の

避難場所は市町村等の広報等に掲載されていますので、家族全員で確認しておきま

しょう。

また、家族が落ち合う場所、「災害用伝言ダイヤル171」の活用などを普段から

決めておきましょう。
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④地震対策

家具が倒れると身体に危険が及ぶことはもち

ろんのこと、避難経路をふさぐ事になります。

家具の固定方法としては、家具と天井は「転倒

防止棒（つっぱり棒)｣、家具の下に「転倒防止

板」などが有効です。

食器棚は食器が飛び出さないよう扉に「とめ

金具」や「ガラス飛散防止フィルム」をつけて

一

儲餐_ロ区三三
’

ー

一
一

おくことをお勧めします｡

また、食料や飲料水、懐中電灯など、非常持ち出し品を準備しておきましょう。

(3)火災

住宅火災の主な原因は放火とタバコですが、それ以外にも天ぷら鍋等の引火やスト

ーブの火の不始末が原因で起きています。

火災の発生を未然に防ぐには、日頃からの予防措置が特に大切です。

①火災発生
－ イ

l

l

万一、火災を発見したらすみやかに119番

通報をしてください。その際は落ち着いて正確

に住所や状況を伝えることが大事です。また、

宿舎内にある非常警報装置を作動させ、他の入

居者に知らせるようにしましょう。

鐘③霧
蕊蕊譲至
輻窪;韓籟
心唾■9①“●つO“一
旬●●｡●●●｡●…DGa

認詫謁瘻寓窒誌

● §辮燕;窪s8

1 "”●’ ’

②屋外への避難

姿勢を低くし、ハンカチ

等を口にあて、玄関、窓を

閉めましょう。

他の住戸からの火災の場

合は、ベランダにある可燃

物を部屋の中に入れるよう

にしてください。

－

’F

1．

’－－

密 一一一一一一一

ベランダの住戸境にある間仕切り板は、固いもので打ち破ると隣の住戸へ避難す

ることができます。

避難ハッチがある場合は、階下へ避難することができます。

③火災対策

玄関前や外廊下などに新聞や雑誌傘を置かないなど、入居者ひとりひとりが放
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火されない環境作りをすることが一番です。

また、火災が発生したときは気が動転してすばやく対応出来るとは限りません。

自治会等や町内会などで開催する消防訓練には積極的に参加しましょう。

－－

、
■

■火災から命を守る12のポイント

●寝タバコはしない、させない。

●玄関前や外廊下に新聞や雑誌、傘等を置かない。

●お年寄りや病気の人、幼児だけを残して外出しない。

●ガスコンロを使用しているときは、その場を離れない。

●方向の異なる2つ以上の避難経路を確認しておく。

●寝具、カーテンなどは防災製品を使用する。

●就寝前には必ず火の元を確かめる。

●火災を出したり発見したら、大声で周りの人に協力を求める。

●服装や持ち物にこだわらず、出来るだけ早く避難する。

●煙の中を避難する時は、ハンカチ等を口にあて、姿勢を低くする。

●いったん逃げ出したら、消防署員の許可があるまで室内に戻らない。

●逃げ遅れた人がいる場合は、消防署員にすぐに知らせる。
‐ ‐‐ ‐ ‐』、

(4) 台風

どんなに強い風雨でも建物が倒壊することはまずありませんが、飛んできた物で窓

ガラスが割れたり、雨水が窓などから吹き込み浸水する場合があります。

①ベランダの整理

ベランダの排水口は日頃から掃除するよう心掛けましょう。ゴミが付いたままで

すと、水はけを悪くし室内や階下の住戸へ漏水する原因となります。

また、風が強くなる前に植木鉢や吊るし物、物干し竿などは室内に取り込みまし

ょう。

②浸水の防止

サッシの窓や出入り口の戸締りをしっかりとし、隙間は雑巾やタオルなどで塞ぐ

と効果があります。

③台風対策

食料や飲料水、懐中電灯など、非常持ち出し品を準備しておきましょう。また、

停電になると給水ポンプが停止し、水道が出なくなりますので、あらかじめ浴槽に

水を溜め、 トイレ用水として確保しておきましょう。
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2．独立行政法人等へ出向する場合の使用料等の納入について

宿舎使用料は通常、給与控除のうえ納付されておりますが、独立行政法人等への出向

等により給与控除ができない場合、財務省会計センターから送付される「納入告知書」

により納付する必要があります。

なお、明渡期限後は、 「宿舎使用料」ではなく、 「損害賠償金」に変更され、納入告知

書の送付時期や延滞金の発生など、その取扱いに違いが発生しますのでご留意願いま

す。

■3月81日で退職4月1日に出向し、宿舎使用料が月額50,000円である場合

4/1 4/fO 9/FO
司 , ， ＞

傍｜這常の職期間

か’ 織償蝋期㈲ 信｜ 明渡猶予期間侑料宿舎の場合最長6ケ烏）
宿舎使用料 宿舎使用料 損害賠償金

･･･一･･･････････｡＝．.｡･･････』･一･････厘＝＝＝｡-...画･･･鰯.｡=L･･･－．．････｡.･･･････一･･････,･･＝令
ロ 、

有料宿舎の場合最長6ケ月） 侭金軽滅期間

債権の種類’ 納付額 ｜納入告知書発行日 ｜延滞金の起算日(※3）区分

納付期限(月.末)の

翌日から発生
毎月中旬明渡期限内(※1） 宿舎使用料 50,000円

翌月1日

(閉庁日を除く）
翌月1日から発生損害賠償今 55,000円明渡期限後(※2）

宿舎明渡猶予承認を受けている場合も含みます。

損害賠悩金軽減承認を受けている場合に限ります。
納付期限が土日祝日にかかる場合は､翌々営業日が起算日になります｡(起算日は納入告知書に記載
されます｡）

(※1）

(※2）
(※3）

■納入告知書（例）

I－
梓。 納入雷“領収証害画⑬

"…雲鴬鴬静蕊熱汽：
1世、 ,F墨"瞳海金的腿扉Ⅱ及び利郡挫ぴに榔側ﾛ,計陣"鯛邑蟷り廷源愈緬 科目コー ト： 利

ロー匝五ﾖ息釧卜Wして、その蛾吐び鋼l額を幽醐欄に紀人して区袖ルルてFさい‘

中□d叩中口中ﾛ□
ただ【,。篭漕金価(唾に納付Lた催潜金諏があると念は、毫必調全病め

蝿鮠: □ □ 口叩ロロ
た命郷が1⑨011M&燭の止金吐魁血郡i‘！きれる依權に係る篭砺金で為

易姻公診溌尭経醗命甑売g蛸I‘H､星墾啄Ifらo》主せん－

中中叩
26年11月18幾入微収宮

IMIII(財獅局OOoOOO

E餅忍選貨醜た塞市中央区新翻心,_］ ‐“ 坐遍年面5月1日と興鬼年度重人囮人 と垂､聖壁塾皇一

紬､咀砺 埼張住宅1－101 財砺省主管
e帥“ぬ.鯉.癖.m唾 側甑財防周

噛掌騎･郷唖""鐸墨・財務太郎 殿

隊需職'鴬｡ ‘
gや邑，丑睦■■■八口旦

垂晩■■■ウ 軸‘･必曹 函mQdl

農黒畿柵芋響一壱聖:緊可

□

口中口中□□□
3雪0－9716

埼玉県さいたま市中央区新都心1－1
埼玉住宅1－101

財務太郎

財砺省主管
一一

鵬l戴財防周

殿
竃舎法18条3

10月分（X1． 1）

蝋騒勇受創 (連細細000-000-0000

LE二劃 ‐
ヨ
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ｰ宿舎使用料・損害賠償金の納入についてのQ&A

L
■

Q1 .どこで納付できますか

A次の場所で納付することができま

す。

①金融機関の窓口

②ベイジー(Pay-easy)が利用

できるATMやインターネットバ

ンキング

③財務事務所・出張所等の徴収担

当課当課

なお、①、③で支払う場合は、納入告知書は3枚つづりとなっていま

すので、切り離さないでください。

Q2.なぜ損害賠償金になるのですか

A独立行政法人等への出向により、国家公務員の身分を失い国家公務員宿舎

法の適用を受けられなくなる場合には、宿舎を明け渡さなければなりません。

しかし、出向が任命権者の要請に応じたものであることに配盧し、将来国に

復帰する予定であり、引き続き居住させておくことがやむを得ないと認めら

れる場合は、損害賠償金軽減承認を受け、宿舎使用料の1.1倍に軽減された

損害賠償金の支払いにより、引き続き宿舎に居住できる取扱いとしているた

めです。

なお、被貸与者が転任等により宿舎を明け渡さなければならない場合であ

って、子弟の学校教育等の理由により引き続き同居者を居住させておくこと

がやむを得ないと認められる場合も損害賠償金軽減承認を受け、同様の取扱

いとすることがあります。

Q3"なぜ納付期限が過ぎた納入告知書が届くのですか

A損害賠償金の性格上支払いの猶予が認められず、毎月末日で宿舎の使用の

有無を確認のうえ損害金額を確定して納入告知を行っているためです。

Q4.納付期限が経過しているため、延滞金はかかりますか

A延滞金は年率5％で計算されますが、 100円未満の延滞金は免除されま

す。したがって納入告知書が届き次第、すみやかにお支払いください。

延滞金が100円以上発生している場合は、納入告知書の延滞金楠及び合計

額欄にボールペンで金額を記入のうえ、お支払いください｡ （ペイジーでお

支払の場合は、延滞金が自動で計算されます｡）

（計算例）

損害賠償金10月分55,OOO円、納付期限10/31、延滞金起算日11/1、納入日11/13

55,000円×13日÷365日×5%=97.94円（端数切捨て）

よって、延滞金が100円未満のため免除となる。

－ 』、 ーー ■■■■ ロ■ ｡ - 画← -凸 一 -一 - 一一一一＝ 一 ■■■■■r ■■ 両 一
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巻末(1) 「宿舎貸与の条件」

【宿舎貸与の条件】

1 被貸与者（宿舎の貸与を受けている者をいう。以下同じ｡）は、善良な管理者の注意をも
って宿舎を使用しなければならない。

2被貸与者は、宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用

に供し、又は承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。

3被貸与者は、その責に帰すべき事由により宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、

遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくもので

ある場合には、この限りでない。

4天災、時の経過その他被貸与者の責に帰すことのできない事由により無料宿舎又は有料

宿舎が損傷し、又は汚損した場合において、その損傷又は汚損が軽微であるときは、その

修繕に要する費用は被貸与者が負担しなければならない。

5宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなった場合には、その該当する
こととなった日から20日以内に宿舎を明け渡さなければならない。

ただし、当該宿舎の維持管理機関から、上記1から4までの条件に違反し、期限を附し

てその是正を要求された場合において、その期限までにその要求に従わなかったときは、

直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。

（1）職員でなくなったとき。

（2）死亡したとき。

（3）転任、配置換、勤務する官署の移転その他これらに類する事由により、宿舎に居住す

る資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

（4）宿舎について国等の事務又は事業の運営の必要に基づき、先順位者が生じたため明渡

しを請求されたとき。

（5）宿舎の廃止をする必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

6宿舎貸与の承認を受けた者は、標記の入居日から10日以内に宿舎に入居しなければなら

ない。入居期限までに入居しないときは、貸与の承認を取り消すことがある。

7被貸与者が宿舎を明け渡す場合には、明け渡す日の5日前までに明け渡す日を管理人へ

届け出るとともに、宿舎を正常な状態において引き渡さなければならない。ただし、やむ

を得ないときは、この限りでない。なお、合同宿舎の場合にあっては、所属する官署の長

にも届け出なければならない。 （独立行政法人の職員の場合にあっては、所属する独立行政

法人（事業所）の宿舎担当者を通じ、官署の長に届け出なければならない。以下同じ｡）

8被貸与者は、申請書記載事項のうち、2（自宅の保有又は取得予定の有無）について変

更が生じた場合には、速やかに官署の長へ届け出なければならない。

9被貸与者は、新たに主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居さ

せようとするときは、速やかに宮署の長へ届出を行い、維持管理機関の承認を得なければ

ならない。

また、被貸与者は、申請書記載事項のうち、4（同居者）について変更が生じた場合に

は、速やかに宿舎の管理人へ届け出なければならない。

10宿舎（自動車の保管場所を除く｡）の貸与を受けている場合であって、新たに自動車の保

管場所の貸与を受けようとする場合は、別途手続を行わなければならない。

11 宿舎の維持管理の必要に基づき、国において宿舎の内外を調査するときは、被貸与者は

正当な事由なくこれを拒んではならない。

12上記のほか、被貸与者は宿舎の使用についての指示に反してはならない。
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巻末(2) 「自動車の保管場所貸与の条件』

【自動車の保管場所貸与の条件】

1 被貸与者(自動車の保管場所の貸与を受けている者をいう。以下同じ。 ）は、善良な管理者
の注意をもって自動車の保管場所を使用しなければならない。

2被貸与者は、自動車の保管場所の全部若しくは－部を第三者に貸し付け、若しくは自動

車の保管場所の用以外の用に供し、又は承認を受けないで改造その他の工事を行ってはな

らない。

3被貸与者は、その責に帰すべき事由により自動車の保管場所を滅失し、損傷し、又は汚

損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくもので

ある場合には、この限りでない。

4天災、時の経過その他被貸与者の責に帰すことのできない事由により自動車の保管場所

が損傷し、又は汚損した場合において、その損傷又は汚損が軽微であるときは、その修繕

に要する費用は被貸与者が負担しなければならない。

5被貸与者が次の各号の一に該当することとなった場合には、その該当することとなった

日から20日以内に自動車の保管場所を明け渡さなければならない。

ただし、当該宿舎の維持管理機関から、上記’から4までの条件に違反し、期限を附し

てその是正を要求された場合において、その期限までにその要求に従わなかったときは、

直ちに当該自動車の保管場所を明け渡さなければならない。

（1）職員でなくなったとき。

（2）死亡したとき。

（3）転任、配置換、勤務する官署の移転その他これらに類する事由により、当該宿舎に居

住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

（4） 自動車の保管場所について先順位者が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

（5） 自動車の保管場所を廃止する必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

6被貸与者は、国が工事等宿舎の維持管理のため、一時的に自動車の保管場所の明渡しを

請求した場合には、これに従わなければならない。

7被貸与者が自動車の保管場所を明け渡す場合には、明け渡す日の5日前までに明け渡す

日を宿舎の管理人へ届け出るとともに、自動車の保管場所を正常な状態において引き渡さ

なければならない。ただし、やむを得ないときはこの限りでない。なお、合同宿舎の場合

にあっては、所属する官署の長の宿舎担当者にも届け出なければならない（独立行政法人

の職員の場合にあっては、所属する独立行政法人（事業所）の宿舎担当者を通じ官署の長

に届け出なければならない。以下同じ｡)。

8被貸与者は、その使用する自動車の社名・車種名、登録番号等に変更が生じた場合には、

速やかに宿舎の管理人へ届け出なければならない。なお、合同宿舎の場合にあっては、所

属する官署の長の宿舎担当者にも届け出なければならない。

9宿舎の維持管理の必要に基づき、国において自動車の保管場所を調査するときは、被貸

与者は正当な事由なくこれを拒んではならない。

10宿舎内における盗難、損傷等の事故により、被貸与者が受けた損害については、国は一

切その責任は負わない。

,， 上記のほか、被貸与者は自動車の保管場所及び自動車の使用についての指示に反しては

ならない。
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巻末(3) 「合同宿舎の申請・届出手続一覧表」

●用紙はあなたの所属する官署にあります。 （備考欄に記載されている場合を除く｡）

●申請・届出書に宛名がある場合の記載方法は以下のとおりです。

::::機"二 瀞鴎豊 蝋毫I

44

種類 申請・届出の提出時期
提出

部数
提出先

管理人

押印
備考

入
居
時

宿舎貸与申請書

宿舎(自動車の保管場所)貸与

申請書

居住者名簿

公務員宿舎の損傷又は汚損の

確認．申出書

入居希望日の1週間前(5開庁
日前)までに申請

すみやかに申請（自動車保

管場所貸与承認整理簿（写）

添付）

入居日から2週間以内に提

出

1■■■■■■

1■■■■■■

1

1

所属官署経由

維持管理機関

(電子申請）

所属官署経由

維持管理機関

(電子申請）

管理人

管理人

要

用紙は

管理人

用紙は

管理人

入
居
中

居住者（変更）届

宿舎貸与申請変更届出書

宿舎貸与申請変更申請書

宿舎(自動車の保管場所)貸与

申請変更届出書

不在届

公務員宿舎居住証明申請書

模様替・仮設物設置申請書

居住者名簿記載事項に変更

(結婚・出生・連絡先等）が
あった場合にすみやかに届

出

新たに住宅を取得しようと

する場合に届出

扶養義務のない者を臨時に
同居させようとする場合に

申請

自動車の車名等に変更があ

った場合に届出

1か月以上不在にする場合

にあらかじめ届出

模様替・仮設物の設置をし
ようとする10日前までに申

請

1

1

2

1

1

2

2

2

管理人

所属官署経由

維持管理機関

所属官署経由

維持管理機関

管理人経由

維持管理機関
‐‐--ーー一一一■■－－口ー一。■

所属官署

所属官署経由
維持管理機関

所属官署経由

維持管理機関

所属官署経由

維持管理機関

退
去
時

宿舎退去届．自動車の保管場所

廃止届

公務員宿舎の退去措置等に関

するアンケート

宿舎の退去・自動車保管場

所廃止予定日の5日前まで

に届出

宿舎退去届とともに提出

1

1

1

1

管理人経由

維持管理機関

管理人

所属官署

所属官署経由

維持管理機関

要

管理人押印

後、所属官

署に1部提

出

用紙は

管理人



公務員宿舎の損傷又は汚損の確認．申出害
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居住者（変更）届

別紙第4号様式

平成 年 月 日

居 住 者 （変更） 届

(注）独立行政法人の役員又は職員の場合には、 「官職」を『官職に準ずるもの（独立行政法人

の役員の場合にあっては、役員である旨を含む。 ） 」に、銃み替えて記入するものとし、

「級」は記入を要しないものとする。
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宿舎（住宅）名 棟戸（室）番号 被貸与者氏名

号棟 号（室）

所属庁部局課 官職（級）

ふりがな

年月 日生（ 才）男・女

(連絡先電話番号）

（ 級）

入居年月日

自動車保管場所

専 用

開 始 日

同居者氏名 生年月日 年令
被貸与者と

の続柄

職業、勤務先、連絡先電話番

号

入居

退去
年月日

備考

駐車許可票．

交 付 I

有・無 自動車の社名・車種名

６
０
６
も
■
２
１
も

指定保管

場 所
自動車登録番号



宿舎貸与申請変更届出書

月l脳第5号様式

平成年月日

官 署 の 長 殿

’省庁名 ．

生宅）-舎（住宅
ロ
言

フリガ

印

宿舎貸与申請…出番

宿舎貸与申請冨濫蛾事團こついて、下記のとおり~《あったので届け出ます。

記

1 自宅保有又は取得予定の有無

自宅（戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸）を取得する予定

所在地

所有者

2取得時期

平成年月日（予定）

3引き続き宿舎の貸与を罐とする理由県体的に記載すること）

(調独立行準人の役員又は職員の場合には、 I龍省庁名」を｢所唾立行醒人名」に、「官署

名」を｢事業所名」に、 「官鞠を「官鬮こ準ずるもの俄泣行政法人の役員の場合にあっては、

役員である旨を含むb)」に、それ鏑､識替えて記入するものとし、 I俸給表､級号俸｣ I銘e

入を要しないものとする。
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宿舎貸与申請変更申請書

別紙第7号様式

平成年，月 日

官 署 の 長 殿

所属省庁名 官署名

住 所

主宅）名・戸番 宿舎(住宝〕

氏 名 印

宿舎貸与申請変更申請書

平成年月 日付で貸与承認を受けた標記の宿舎について、新たに下記1の者を臨時に

同居させたいので、国家公務員宿舎法施行規則第10条の規定により申請します。

記

1 同居者

■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■

■■■■■■

2同居の期間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

3同居の理由

(注）独立行政法人の役員又は職員の場合には、 「所属省庁名」を「所属独立行政法人

名」に、 「官署名」を「事業所名」に、それぞれ読み替えて配入するものとする。

◇◇

宿舎貸与承湧害

平成年月日

印官署の長

上配同居者について、承認します。
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氏 名 年令 性別
本人との

続 柄
職 業 備 考



(自動車の保管場所）貸与申請変更届出書宿舎

別紙第8号様式

官 署 の 長殿

平成年月日

一
斗

フリガナ

氏 名 印

宿舎（自動車の…所）貸与申鯖変画雷出書

宿舎（自動麺…所）貸与申謂醗“項について、下:”とおり変更があったので届け出ますb

記

1 キ錠保露所

2変更内容

(海1．…ま､宿舎の露人へ提出すること。

なお、合同宿舎の場合は､所属する宮署の長にも提出する（独立行唾人の職員の場合にあっ

ては､所厨する独立行政法人(…）娠雷旦当者を通じ官署の長に提出する）こと。

2．独立行政法人の役員又I鎚員の場合にあっては､「所属省庁名」を『癖虫立行“人名」に、

暗署名』を臨銅名」に、そｵ圏1識替えて記入するものとする。
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区 分 変更前 変更後

自動車の社名・車種名

自動車登録番号

（本人との続柄）

自動車の使用者

（本人との続柄）



不在届

平成 年 月 日

不 在 届

維持管理機関の長殿

宿舎名・戸番

氏 名

（所属官署）

印

私は、 この度 により平成 年 月 日から

平成 年 月 日までの期間家族共々居室を留守にしますが、現在入居中

の公務員宿舎については、下記事項を厳守し、善良な管理をもって国にご迷惑を

おかけしません。

記

1 ．緊急時の当該住戸への出入りのため鍵の保管は次の者に依頼します。

住所

氏名 連絡先

共益費の金銭にかかることは、次の者に依頼します。

住所

氏名 連絡先

2

3．留守中の当該住戸の清掃及び換気（月1回以上）を次の者に依頼します。

住所

氏名 連絡先

4．留守中におきた損傷等については、一切国に請求しません。

5．国が行う修繕等の場合、当該住戸への立会については、依存ありません。

50



宿舎退去届．自動車の保管場所使用廃止届

月蝿第9号様式

宿舎畦届・自

平成年 月 日

所嘩詫（官署名）

殿

百 （1

フリガナ

氏名 印

(:臺蓋管繍…J薑”下肥のとおり

記

1礎の壁（口有・口鯛

（1）退去年月日 平成 年 月 日

(2)転居先 Z』垂=＝==－=－=-------__________________----‐
〒

(口自宅ロ携帯電話□…）（3）転居後の連絡先電話番号

（4）退去の理由

(口有・ロ鯛

年 月 日

2自

（1）使用廃止年月日

（2）指定保管場所

（3）廃止の理由

平成

‐●ー●ーa■■◆ー●一・‐●一●一●一●‐●■■●ー●一｡‐●‐■ーの4■■■－■■■■■■●ー■ーDー｡＝●ーe‐■■■■■■■ー●■■･‐◆ー◆ー●ー◆一●‐●‐｡ー●ー◆‐■ー●ー●ー■ー●ー■■■■■■■一寺一●一●一e一

原樹亘腹完了日平成年 月 日 完了
一合一●一｡ー■一■一●一■ー■一●一●■■●ー■■■｡ '■■ ■一●一■一◆一・一●ー｡＝●ー◆ー｡－●一■＝■一●ー◆ー●一G-台ー■一■一■■■●ー■ー●一■ー●1■■ ■■■■ 1■■■一今一◆一●＝●‐●一e一○‐■一●ー｡一

上記のとおり確認する。

管理人氏名 印

(麺1．…ま､宿舎の露人ﾊ鼬（合同冒舎鵬合にあっては2鋤すること。

なお、合同宿舎の喝合は､所属する宮署の長蝕立行政法人の役員又は職員の場合にあっては､所

嘩立行唾人嘩鏑）の宿舎担当者を通じ官署の長）にも提出すること。

2．独立行政法人の役員又は職員“合には、 「癌省庁名」を「穆立行礎人名」に、喧署名」

を『事業所名」に､それ召1謡替えて配入するものとする。

3．詞鍼内の「ロ｣楓こ'よ該当するものに「し｣を配入すること。
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珍
謂
川
副
恥
Ｓ
面
州
詑
剛
囎
門
温
叫
が
討
噂
寺
ｌ
テ

、
、

別紙1－5号様式

公務員宿舎の退去措置等に関するアンケート

本アンケートは､今後の公務員宿舎の鞄持管理を行う際の貴亜な資料として使用させ

ていただきます．お引越しでお忙しいとは存じますが、ご憾力をお願いします．

なお、 ‘本アンケートは、あなたの所風宮署（過去前）の宿舎担当者に、宿舎管理人よ
り受傾した「宿舎退去届」とともに提出してください．

1．被宜与者氏名： （世帝 名居住・皿身｡

4．入居年月日及び退去年月日

（入居日） 年 月 日《日が不明の堪合は、年月のみで結檎です）

（退去日） 年 月 日. （引越し日で結檎です）
〈入居期間〕 年 月

5‘ お尋ね事項《肢当項目を選択してください〉

(1)宿舎の入居時、入居期間中における管理人の対応はどうでしたか．

1． 良かった 2． 極ね良かった 3． 悪かった

(Z 「悪かった」を選択した方に伺います．どのような点が悪かったと思いますか．

ご急見等があればお書きください．

｛ ）
(3)次に退去に係る原状回復点検について伺います．今回の原状回復点検において、

管理人は入居時に提出した｢損傷又は汚損の確麗｡申出書｣を活用していましたか．

1． はい 2‐ いいえ

(41管理人からの原状回復に係る指示事項について､納得のいく脱明を受けましたか．

1． 納得のいく脱明を受けた 2． 概ね納得のいく脱明を受けた

3． 納得いかなかった

(5) 『納得いかなかった』と週択した方に伺います．どのような点に疑問を感じまし

たか･ご愈見等があればお書きください．

（ ）

(裏面へ）

■
ｇ
ｏ
●
Ｇ
●
０
●
Ｑ
６
０
０
９
ｂ
０
ｐ
Ｄ
Ｄ

⑥修紐等に要した費用はいくらですか．また．雄に支払いましたか．

下配項目の総額 千円

※内択が分からない埋合は、総額のみの記敏で結構です．

合同宿舎では､芦理人が修織要用等の受払いを行うことを鱗じています．

(71修繕を粟者に婁託した方に伺います．修繕粟者はどのように選定しましたか．

1． 自分で案者を探した

2．管理人から提示されたリストの中から自分で探した

3．その他（ 》

旧） その他、ご怠見等があればご自由にお書きください．

〔 ）
※ご協力ありがとうございました．

ﾛ●｡●･今･･一●令●｡。e･･･●･･号｡｡●｡｡◆･争・◆･･－．．－｡-･-....~－．.~~･色･凸~~~一・一・一●･丑■｡｡●｡.････缶。｡●。･･･｡◆。｡･･･｡.ー~.~一一~~~｡~；

!＠所屈官署の宿舎担当者の方へのお頤い ：

■■■

宿舎を所管する維持管理樋関の宿舎担当腺（以下の送付先)へ本アンケートを提出し

てくださるようお願いします．

アンケート送付先（総持管理槻関） ：

闘東財務局 財務事務所《出張所》 謀（官》

８
０
ｏ
Ｄ
０
Ｄ
Ｇ
０
●
９
０

０
０
９
６
０
０

b

L..F--.-----.--..口口一・.......｡....｡..◆...◆.....-.-.､-----.-.---..--.-..-.．一････口･一･･･････････◆｡｡･･一･一一一･一一･

内
訳

修紹項目

内壁・天井塗装碇用

ふすま譲替費用

畳取替費用

渭掃関係費用

その他（ 〉

その他（ ）

修繕買用顔

千円

千円

千円

千円

千円

千円

支払先

(鮫当するものにO又は堕轄）

修緒菜者 その他《 ）

修帽案者 その他《 ）

修絹集看 その他（ ）

修絹菜者 その他（ ）

修幡菓者 その他（ ）

修絹菜者 その他（ ）

※織持管理樋凹嘔戦画駈



巻末(4) 「合同宿舎原状回復等実施基準」

1．基本方針（略）

2．共通事項

（1）管理人は、被貸与者が合同宿舎に入居する際に、入居期間中の保守、退去の際の原状回復
等の措置について、管理人から説明書（パンフレット「国家公務員宿舎に入居される方へ｣、
住まいのしおり等）を被貸与者に交付・説明し、適宜の方法により周知する。

（2）管理人は、被貸与者が宿舎を退去するまでに、被貸与者の責に帰すべき事由により発生し
た損傷等の確認を行い、被貸与者が実施すべき原状回復等箇所について、 「公務員宿舎の損
傷又は汚損の確認．申出書」を確認のうえ対応する。その際、被貸与者が原状回復等の措置
について疑義がある場合には、被貸与者に対し、理解が得られるように十分な説明を行い、
退去時に無用の混乱を招くことのないように留意するものとする。

（3）管理人は、被貸与者の入居する宿舎が建築後相当の年数が経過している場合であって、被
貸与者に損傷等の修繕を行わせるときは、当該宿舎の経過年数に応じた内容の修繕に止める
ものとし、被貸与者に過大な負担とならないように配慮するものとする。

（4）管理人は､被貸与者に対し､原状回復等の措置に当たり損傷等の修繕を行わせる場合には、
仕様（在来品と類似する色、模様、柄、デザイン等の仕様）について具体的に被貸与者に説
明のうえ、従前と同等以上の品質、等級、施工方法等の仕様により、同じ又は類似の色及び
模様等の材料を使用して行わせるものとする。

なお、修繕は、後日のメンテナンス等を勘案し、統一的な仕様により業者に施工させるこ
とを原則とする。ただし、被貸与者が、入居中に従前と同等又は同等以上の品質、等級、施
工方法等の仕様により修繕を実施した場合においては、原状回復等の対象としないものとす
る。また、被貸与者の退去に際し、外観上、損傷等を判別できない程度に仕上がっており、
管理人が機能に影響を与えないと判断するときは、改めて安易に塗替え等の原状回復措置を
求めないものとする。

（5）結露による損傷等については、地域的条件を考慮のうえ、善良な管理者の注意を払っても
なお生じたと認められるものについては、原状回復等の対象としない。

また、地震等不可抗力による亀裂及び雨漏跡については、原状回復等の対象としない。

（6）汚れている箇所については、原則として、業者による清掃作業は必要とせず、被貸与者が
清掃を行うものとする。

（7）被貸与者が居住中に取り付けた網戸等について、被貸与者が存置を申し出た場合は、生活
上有益と認められ維持管理上支障が無いと認められるものについては、被貸与者が網戸等の

所有権を放棄し、補修等が不要で使用可能な状態である場合に限り存置を認めることができ
るものとする。

（8）本基準に記載がない箇所について損傷等がある場合には、管理人等の判断による。
（9）原状回復等の対象とならない損傷等がある場合については、国において必要に応じ予算の
範囲内で修繕を実施するものとする。

3．個別事項

別表のとおり。

なお、個別事項の適用に当たっては、次の点を被貸与者に事前に周知しておくものとする。

（1）壁及び天井については、従前と著しく異なる塗装又は仕上げ材を施したものは塗替等が必
要なこと。

（2）襖・障子の張替えについては、従前と著しく異なる色柄等で張り替えてある場合は、在来
品と同等又はそれ以上の材質で、かつ従前と同じ又は類似の色柄等で修繕しなければならな
いこと。

（3）電気、ガス、給排水等各種設備及び備品等については、単にグレードアップしたものを除
き、特殊なものに変えた場合は、従来のものに回復しなければならないこと。

4．合同宿舎原状回復等点検カードの作成等（略）
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別表（個別事項）
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区分 細目 単位
原状回復等の対象

損傷･汚損等の状態 原状回復等の内容
原状回復等の対象外 備考

天井

・プラスタ

ー塗

・石膏ボー
ド張

・ビニール

クロス張

・プリント

合板張

･膜天井

㎡

又は

1室

①落書き、手垢等による
汚れ及び塗装等の剥がれ

②たばこのヤニ、油等に
よる汚れ

③ガスコンロ､ストーブ、
湯沸器、電気器具等の使

用によるススケ等の汚れ

④器物等の衝突等による
損傷等

①塗装部分が損傷等している
場合は、原則として1宝全部

を塗り替える（損傷部分があ
るときは、その部分を補修の

上、塗り替える。以下塗装に

ついて同じ｡)。
②ビニールクロス等が損傷等
している場合は、原則として

1室全部の狼替えを行う。な

お、隅部の部分的な剥れは楠

修で可とする。

③損傷等が軽微で部分的な修
復で原状回復等が可能である

場合には、部分修譜も可とす
る 。

①天井は通常の使用では

損慨しないので、被貸与

者の責に帰すべき事由が

ない限り、原状回復等の

対象としない。

②地震等不可抗力による

亀裂及び雨漏跡

①安易に原状回復
後にやり直しをさ
せることのないよ

う仕様について、

事前に明確な指示

をすること。

②汚れについて、
清掃によって対応

可能な場合には、

清掃でも可とす
る ◎

壁

・プラスタ

ー簿

・ビニール

クロス又は

壁紙喪

・プリント

合板

・タイル張

㎡

又は

1面

①落書き、手垢等による
汚れ及び塗装等の剥がれ

②たばこのヤニ、油等に
よる汚れ

③ガスコンロ､ストーブ、
湯沸器、電気器具等の使

用によるススケ等の汚れ

④器物等の衝突等による
損傷等

⑤テープ等の剥がし跡

①塗装部分の壁が損傷等して
いる場合は、原則として一面

全部を塗り替える。

②ビニールクロス又は紙張り
及びプリント合板の壁が損傷

等している場合は、原則とし
て－面全部の張替えを行う。

③退去者が居住中に特殊な仕
上げ材を施したもの又は特異

な色に変えてある場合は、従

来の仕上げ材又は色もしくは

類似の仕上げ材に回復する。

④損傷等が軽微で部分的な修
復で原状回復等が可能である

場合には、部分修縄も可とす
る ◎

①地露等不可抗力による

亀裂及び雨漏跡

②日焼けによる変色、槌
色

③タイル張りの損傷等

①安易に原状回復

後にやり直しをさ

せることのないよ

う仕様について、

事前に明確な指示

をすること。

②汚れについて、
清掃によって対応

可能な場合には、

清掃でも可とす
る ◎

床

・ベニァフ

ロア

･Pタイル

張

・長尺塩ビ

シート

・タイル張

㎡

①落書き、油等による汚
れ

②家具の移動、器物等に

よる傷及び穴あき

③たばこの火等によるこ
げ跡

④ジュウタン等敷物の取
り除き跡の床表面の剥が
れ

⑤居住者の不注意による

漏水等のため、腐食して

いるもの

①床の損傷等については、被

貸与者の責に帰すべき事由に
より生じた塙合を除き、清掃

を行うことをもって足りる。

②被貸与者の責に帰すべき事
由（その程度が軽微なものは

除く）により生じた場合で、
修紹が必要な場合は、必要最

小限の範囲とする。

③損慨等が軽微で部分的な修
復で原状回復等が可能である

場合には、部分修織も可とす
る 。

①居住者の責に帰すべき
事由のない床のきしみ

②日焼けによる変色、槌
色

③家具等による傷、穴あ

きで特に目立たないもの

④特に被貸与者の責に帰
すべき事由（重量物を落

として床板を損傷するな

ど）によらない損傷等

①床は常時、足や
スリッパ等と接触

し、多少は損傷等

が生じるものであ

ることに留意して

判断すること。

②家具の移動等の
傷及び穴あきのう

ち、軽度の椅子・

テーブル傷はワシ

クス磨き、パテ埋

等で可とする。

畳 枚

①落書き、油・墨等によ
る汚れ、たばこの火等に

よるこげ跡

②家具の移動、器物等に
よる傷及び穴あき

③家具等による畳床の箸
しい変形（特に重量物を

置いたため、畳床の取替

えを要するような損傷等

を生じたものに限る｡）

④被貸与者の責に帰すべ

き事由による漏水、雨水

吹込み等のため、畳が箸

し〈劣化又は腐食したも
の

①畳表が損傷等している場合
には､その畳表を取り替える。

ただし、過去に裏返ししてい

ない場合及び損傷等の状況等

により裏返しが可能な場合

は、その畳表を裏返しする。

②被貸与者の責に帰すべき事

由による漏水等のため、畳床

まで腐食している場合は、そ

の畳床ごと取り替える。
③畳の修綱は1枚単位で行う

こととし、全室又は1索全部

の畳の取替え等を行わせるこ

とにより、損傷等のない部分

について更新を行わせてはな

らない。

①カーテン等で遮光をせ

ずに生じた日焼けによる

変色、家具跡及び被貸与
者の責に帰すぺき事由に

よらない雨漏りによる汚

損等

②家具跡による畳床の軽
度な凹み
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区分 細目 単位
原状回復等の対象

損傷･汚損等の状態 原状回復等の内容
原状回復等の対象外 備考

襖．

障子

又
組

枚
は

(面単
位）

①落書き、手垢、たばこ
のヤニ等による汚れ

②器物等による傷及び穴
あき

③化粧縁、中骨の破損

(ただし、被貸与者の責

に帰すべき事由がある場

合に限る｡）

④引手の破損、滅失

①襖紙、障子紙が損傷等して
いる場合は、襖は原則として

1組単位、障子紙は1枚単位

で他の襖・障子と同一又は類

似の色柄のものによって張り

替える。

ただし、襖については、 1

組のうち外観上特に違和感が

ない場合は、 1枚単位でも可

とする。

②化粧縁、中骨等が破損して
いる場合には、被貸与者の責

に帰すべき事由があるときに

限り、その部分を取り替え
る ◎

③引手を滅失した場合は、取
付けを行う。

①反り、ねじれ等による

すれ

②かまちのゆがみ

①類似の色柄等に

ついて、退去時に

損傷等がない限

り、色柄等が調和

していなくても、

更新させないこ
と 。

鋼製・

アルミ

建具及

び金物

玄関扉、窓

及び出入口

戸

網戸

ラ
等

ベ
ー
エ

金物（ドア

スコー･プ、

蝶番、 ドア

クローザ
』■■■■

、 ドアチ

エーン、ク

レセント、

ドアポス

ト、その他

部品等）

ガラス（ゴ

ムパテ含

む）

．
又
箇

枚
組
は
所

又
組

個
は

枚

①落書き、油等による汚
れ

②器物等の衝突等による
傷及び穴あき

③テープ等の剥がれ跡

④戸、扉、窓等の各種部
品及び取付け具の故障、

破損又は滅失

⑤ガラスの破損

①各種建具類に損傷等がある

場合は、清掃又は塗装若しく

は補修を行う。

②入居の際に貸与した鍵を紛
失、折損等した場合には、鍵

の取替え（シリンダー錠の場

合は、シリンダーの取替え）

を行う。

①網に損傷、または著しいゆ
るみがある場合は、鰻替えを

行う。

①被貸与者の責に帰すべき事
由により損傷した場合は、補

修を行う。

①損傷等がある場合は、清掃
又は塗装若しくは補修を行
ー

フ。

②滅失した部品等（留め具、

引手等）がある場合は、取付
けを行う。

①損傷等がある場合は、清掃

又は取替えを行う （パテが損
傷等している場合は、ガラス

の取替えに併せて行う)。

①建具本体の取替え
②玄関ドアの錠前の取替
＝

え

③経年による玄関ドアの
外面の塗装の剥れについ

ては、対象外とする。

④特段目立たなく、機能
に影響をあたえない程度

の傷

⑤ドア枠の腐食

⑥枠の変形による開閉不
良

①生活に支障のない程度
の網のゆるみ

②枠の変形による開閉不

良

①損傷の程度が軽微であ
り機能に支障がないもの

①サッシのレール又はド
アクローザーの取替え

②戸車・蝶番の取替

③特段目立たなく、機能
に影響をあたえない程度

の傷

④金物の腐食

①網入りガラスの熱割
れ、金網の錆の膨張によ

る破損

①模様替え承認に
よりシリンダー錠

を取り替えた場合

には、鍵の紛失等

がない限り、更な

る取替えは不要（
入居時の鍵の本数

を確保する)。ま
た、補助錠につい

ても、錘全部とと

もに存置させても

差し支えない。

木製建

具及び

金具

各種戸、扉

金物（レー

ル、戸車、

引手、取っ

手、蝶番、

各種部品）

又
組

枚
は

又
組

個
は

①落書き、油等による汚
れ

②器物等の衝突等による
傷及び穴あき

③テープ等の剥がれ跡

④戸、扉、窓等の各種部
品及び取付け具の故障、

破損又は滅失

⑤ガラスの破損

①損傷等がある場合は、消掃
又は塗装若しくは補修を行
ー

フ。

①損傷等がある場合は、清掃
又は塗装若しくは補修を行
ー

フ。

②滅失した部品等（蝶番、留
め具､引手等）がある場合は、

取付けを行う。

①建具本体の取替え
②かまちのゆがみ

③特段目立たなく、機能
に影響をあたえない程度

の傷

④ドアの変形による開閉

不良

①特段目立たなく、機能
に影響をあたえない程度

の傷

②金物の腐食
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区分 細目 単位
原状回復等の対象

損傷･汚損等の状態 原状回復等の内容
原状回復等の対象外 備考

・ガラス

(ゴムパテ
含む）

枚

①損傷等がある場合は、消掃
又は取替えを行う （パテが損

傷等している場合は、ガラス

の取替えに併せて行う)。

給排水

設備

(台所、
トイレ、

浴室等）

･蛇口（パ
ツキン含

む）

･保温巻き

・排水金

具、 トラッ

プ、目皿

個

①水、油等による汚れ及
びサビ

②器物等による慨及び穴
あき

③各種器具、各種部品及
び取付け具の損傷

①機器に損傷等がある場合
は、清掃又は塗装若しくは、

補修を行う。被貸与者の責に

帰すべき事由がある場合は取
替えを行う。

②滅失した部品等がある場合
は、取付けを行う。

①機器本体の取替え

②混合水栓の取替え

③長期空家によるパッキ

ンの硬直

④特段目立たなく、機能
に影響をあたえない程度
の傷

気
備

電
設

・照明器

具、電球、

グローブ

類、蛍光灯

･各種スイ

ツチ（押し

ボタン含

む）
・コンセン

ト

・ブザー及

びチャイム

・インター

ホン（子

機）
・テレビ室

内端子

・アース端

子

･各種プレ

一卜

基又

は

個

枚

①落書き、油等による汚
れ及びサビ

②器物等による傷及び穴
あき

③各種器具、備品の部品
及び取付け具の損傷

①機器に損傷等がある場合
は、清掃又は塗装若しくは、

補修を行う。被貸与者の責に

帰すべき事由がある場合は取

替えを行う。

②滅失した部品等がある場合
は、取付けを行う。

①損傷等がある場合は、清掃
又は補修を行う。

②滅失した箇所は取付けを行
~

フ

①捜器本体の取替え

(スイッチ、コンセント

及びテレビ端子は除く）

②絶縁不良

③特段目立たなく、機能
に影響をあたえない程度
の傷

①特段目立たなく、機能
に影響をあたえない程度
の傷

換気股

備等

壁(又は窓）
用換気扇

(台所）

レンジフー

ド

(台所）

天井換気扇

(浴室、洗
面所、 トイ

し）

･換気ガラ

リ

･吸気口

基又

は個

①油、ほこり等による汚

れ及びサビ

②器物等による傷及び穴
あき

③各種器具、備品の部品

及び取付け具の損傷等

①損傷又は汚損部分について
は、清掃又は補修を行う

②滅失した部品等（ひも等）
については、取付けを行う。

①損傷等がある場合は、清掃

又は塗装若しくは補修を行
ー

つo

②滅失した部品等については
取付けを行う。

①損傷等がある場合は、清掃

又は塗装若しくは補修を行
‐

フ。

②滅失した部品等については
取付けを行う。

①損傷等がある場合は、清掃
又は塗装若しくは補修を行
ー

フ。

②滅失した部品等については
取付けを行う。

①槻器本体の取替え

②特段目立たなく、機能
に影響をあたえない程度
の傷

①機器本体の取替え

②特段目立たなく、機能
に影智をあたえない程度
の傷

①天井換気扇について
は、通常の使用では損傷

等しないので、被貸与者

の資に帰すべき事由がな
い限り、原状回復の対象

としない。

①機器本体の取替え

②特段目立たなく、機能
に影響をあたえない程度

の傷
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区分 細目 単位
原状回復等の対象

損傷･汚損等の状態 原状回復等の内容
原状回復等の対象外 備考

トイレ

に係る

設備等

･便器本体

(便座、便
器ふた、全

具等）
・ロータン

ク本体、内

部金物

・フラッシ

句バルブ

･ペーパー

ホルダー

・タオル掛

け

又
個

基
は

①水、汚物等による汚れ
及びサビ

②器物等による傷及び穴

あき

③各種器具、備品の部品

及び取付け具の損傷

①機器に損傷等がある場合
は、清掃又は塗装若しくは、

補修を行う。被貸与者の責に

帰すべき事由がある場合は取

替えを行う。

②滅失した部品等がある場合

は、取付けを行う。

①設備本体の取替え

②特段目立たなく、機能
に影響をあたえない程度

の傷

③ロータンク内部金物の
一式取替

洗面所

に係る

設備等

･洗面器、

洗面ユニッ

卜、手洗い

器(ゴム栓、
クサリ共)、

鏡

・洗濯機防

水パン

・タオル掛

け

又
個

基
は

①水、油等による汚れ及
びサビ

②器物等による傷及び穴
あき

③各種器具、備品の部品
及び取付け具の損傷

①機器に損傷等がある場合

は、清掃又は塗装若しくは、

補修を行う。被貸与者の責に
帰すべき事由がある場合は取

替えを行う。

②滅失した部品等がある場合
は、取付けを行う。

①機器本体の取替え
②混合水栓の取替え
③長期空家によるパッキ
ンの硬直

④特段目立たなく、機能
に影響をあたえない程度
の傷

浴室に

係る設

備等

･浴槽

･風呂釜

･給湯器

・タオル掛

け

・浴室すの
手
心

基又

は個

①水、油等による汚れ及
びサビ

②器物等による傷及び穴
あき

③各種器具、備品の部品

及び取付け具の損傷及び

滅失

①損傷等がある場合は、清掃
又は補修を行う。

②滅失した部品等（
鎖等）については、

行う。

ブタ、栓、

取替えを

①損傷等がある場合は、清掃
又は補修を行う。

②滅失した部品（ハンドル、

シャワーヘッド等）について

は、取付けを行う。

①損鰯等がある場合は、清掃
又は補惨を行う。

②滅失した備品については、

取付けを行う。

①浴槽の取替え

②特段目立たなく、機能

に影響をあたえない程度
の傷

①風呂釜及び給湯器本体
の取替え

②専門業者の施工を要す
るバーナー、熱交換器、

基幹部品等の補修及び取

替え

③特段目立たなく、機能
に影響をあたえない程度
の傷

④経年によるリモコンの
故障に係る取替

①特段目立たなく、機能
に影響をあたえない程度

の傷

台所に

係る設

備等

･流し台

･水切棚
･吊戸棚

・ガスコン

ロ台

・湯沸器の

取付板

ガスコック

個

個所

①油等による汚れ及びサ
ビ

②器物等による傷及び穴

あき

③各種器具、備品の付属
部品及び取付け具の損傷

及び滅失

①損傷等がある場合は、清掃
又は塗装若しくは補修を行
や

フ。

②滅失した部品等（留め具、
引手等）がある場合は取付け

を行う。

①損侮等がある場合は、清掃

又は塗装若しくは補修を行
ー

フ。

②滅失した部品等（ゴム栓キ
ャップ等）がある場合は取付

けを行う。

①流し台、吊戸棚等の設
備本体の取替え

②混合水栓の取替え

③長期空家によるパッキ
ンの硬直

④特段目立たなく、機能
に影響をあたえない程度

の傷

①特段目立たなく、機能
に影響をあたえない程度

の傷



被貸与者の責に帰すべき事由による損傷等については、原状回復の対象となることに留意すること。
個別事項に記載のない損傷等については、必要に応じ、被貸与者から修紹が必要となった事情等を確認したうえで判断

(注1）被貸与者の責に帰すべき事由による損傷等については、原状回復の対象となることに留意すること。

(注2）個別事項に記載のない損傷等については、必要に応じ、被貸与者から修紹が必要となった事情等を確認したうえ
すること。

(注3）原状回復等が部分修繕で可能な場合は、記載された単位にとらわれず必要最小限の修繕範囲とすることができる。
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区分 細目 単位
原状回復等の対象

損傷･汚損等の状態 原状回復等の内容
原状回復等の対象外 備考

その他

備品

･下駄箱

6カーテン

レール

・ハンガー

用ボルト

・帽子掛け

フック

・スリーブ

キャップ

箇所

又
本

個
は

①落書き、油等による汚
れ及びサビ

②器物等による傷及び穴
あき

③各種器具、備品の付属
部品及び取付け具の損傷

及び滅失

①損傷等がある場合は､清掃
又は塗装若しくは補修又は取

替えを行う。

②滅失した備品等（引戸、引
手等）については、取付けを
行う。

①特段目立たなく、機能
に影響をあたえない程度
の傷



巻末(5) 「合同宿舎原状回復等点検カード」

艶紐樺壼

合同宿舎原状回復等点検力－ド
｢雇壼~詞~要一言~置可

荷物の搬出に伴う破損、あるいは家具の裏導のため確箆できなかった培合で
補修を要するものが出た場合は､自賛で原状回復等するものとする．

‐L館樹示事項のとおり､原状回復等項目については-管理人に畳用を綱ける匡と

璽虫自費をもって平成年月 日までに実施します．

指示日平成 年 月 日退去者氏名 印

最終描示日平成 年 月 日退去者氏名 印
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住宅名 戸番 所風官署名 氏 名 退去予定日 入居期間 管理人 印

年月日 年

室
内 点 検 項 目 柑 示 事 項

(1)

｜玄
、塗袋・クロス〈天井、壁 ）

1.玄関ドア〈付属品等含む） 装

、玄関錠（施錠状態、本数、 助錠）

、郵便受・下駄鞆（裏榎、合 棚板等）

、空名札・牛乳受箱

天井 壁 腰

塗装

鍵 本 袖助碇(有･癌

関 、チャイム・フ・ザー・ｲﾝﾀｰおン

7.その他〈玄関灯） 退去時ブレーカー(確鹿１
Ａ

Ｉ②玄 、塗装・クロス（天井、壁、腰）

”床（ ｡タイル、木質）

天井 壁 腰

関
ホ
ー
ル
・
洗
面
所

、力・ﾗス ！ （ｶﾞﾗｽ、戸車等、ｸﾚｾﾝﾄ）

、洗面 （ 水・蛇口等）

、メデ． キャビネット（錠、蛍光灯）

、タオル掛

'・防水パン〔トラッ 含）

、洗面所手元灯・天I 卜灯

9．その他（衝立、ｶｰﾃﾝﾄﾙ、ｽｲｯﾁ、 ｺﾝｾﾝﾄ、

湯沸罰取付板、化粧箱、化鞁鏡）

③
台
所

、塗装・クロス｡ （天井、壁）

2.床（Pタイル、木質）

3.サッシ（ガラス、戸車等）

.滝し台・コンロ台

5.吊戸楓

6.風味料入れ

7.襖（ﾋﾞﾆｰﾙ張・桓襖等）

8.麦し台手元灯、天井灯

9．換気扉・レンジフード

'0.網戸

''･その他(ｽｲｯﾁ.ｺﾝｾﾝﾄ､ｶﾞｽｶﾗﾝ､水切棚、

蛇口､混合水栓補修､目皿､排水ﾄﾗｯﾌﾟ）

天井 壁

扉 合板へ．ﾆヤ

扉

扉

面

枚

室
内 点 検 項 目 楢 示 事 項

側）

浴

童

､塗装（天井、壁、腰）

､床

、サッシ（ガラス．丁番、戸車等）

入口戸（ガラス、戸車等）
I 化粧箱（観、丁番等）

6‘ 洗面響（排水、蛇口等） ・タオル掛

7 浴櫓

8.室内灯

9．換気扉

UO･その他(蛇口､混合水栓補修、

力・ｽｶﾗﾝ、栓、クW、

ｶﾞｽﾎｰｽ、

目皿、

浴棺壷、ｼｬﾜｰ付属品、排水管）

天井 壁 匪

⑤
卜
イ
レ

､塗裟・クロス（天井、壁）

2.床（Pタイル、長尺シート）

3 サッシ（ガラス、戸車等）
4 入口戸（ガラス、戸車等）
5 便座（便器、便座等）
6 タオル掛

フラッシュバルブ

8 ロータンク（内部金具等）
9 換気扉
Ⅱ
室内灯

''･その他（ﾍﾞｰﾊﾞｰ軸ﾀﾞｰ、排水管、ｺﾝｾﾝﾄ）

⑥
物
冠

1．扉（合極．塗装等）

2.棚板

3．壁（塗騒等）

4.その他（丁醤、引手、力'うり、戸当り）

室
内 点 検 項 目 樋 示 事 項

【回I ､塗裟・クロス（天井、壁） 天井 壁

和
室
（
帖
）

闘丑

､襖（枠含む） ・挿入（天袋） ・障子

．壁（プリント合桓等）

･ｻｯｼ(ｶﾞﾗｽ､戸車等､ｸﾚｾﾝﾄ）

．カーテンレール

1．網戸

8.その他(力･ｽｶﾗﾝ､ｺｰﾄﾞﾍﾞﾝﾀﾞﾝﾄ､テレビ蝋子、
ｺﾝｾﾝﾄ）

昼 枚

襖 函． 天袋 面

枚

１
ｍ
パ
ー 2

、仕切板

.塗装

塗益 弧笹

〃し

．

』二

1

3． ドレイン

4.その他（床、渭柵）

咽
そ
の
他

1．渭掃

Z便鰻物

3.住まいのしおり （有・篠）

室
内 点 検 項 目 楢 示 事 項

切
居

’
､塗装・クロス（天井、壁）

、床（Pタイル．木質）

.襖（ﾋﾞﾆｰﾙ懇、布ｸﾛｽ張等）

．労ｼ(力･ﾗｽ､戸車等､ｸﾚｾﾝﾄ).ﾄﾞｱ､(ガうx)､戸当り

、カーテンレール

､壁（プリント合板）

天井 壁

面

間 '･室内灯

‘網戸

9.その他（ｺｰﾄﾞﾍﾞﾝﾀﾞﾝﾄ、ｺﾝｾﾝﾄ、ｽﾘｰﾌﾞ蓋

ｽｲｯﾁ）

杖

⑧
和
・
洋
室
（
帖
）

.塗装・クロス（天井、壁）

.畳・フローリング

. '襖・押入（天袋） ・ｸﾛｾ.ﾂﾄ扉・障子
､壁（プリント合榎等）

、ｻｯｼ(がﾗｽ.戸車等､ｸﾚｾ卦).ﾄﾞｱ.(ガぅx)､戸当り

、カーテンレール

i・網戸

8.その他（ｺｰﾄﾞﾍﾞﾝﾀﾞﾝﾄ、ﾃﾚﾋﾞ靖子、

ｺﾝｾﾝﾄ、スリーブ壷）

天井 壁

丑 枚ﾌﾛｰﾘﾝｸ

襖 面 天袋 面

枚

(9)l .塗装・クロス｡ （天井、壁） 天井 壁

和
・
洋
室
（
帖
》

1.畳・フローリング

.'襖・押入（天袋） ・クロセ.ﾂﾄ扉・障子
､壁（プリント合板等）

．”ｼ(力･ﾗｽ.戸車等.ｸﾚｾﾝﾄ)．ﾄﾞｱ．(ｶﾞﾗｽ)、戸当り

6．カーテンレール

.綱戸

8.その他(ｶﾞｽｶﾗﾝ､ｺｰﾄﾞベﾝﾀﾞﾝﾄ､テレヒー調子、

ｺﾝｾﾝﾄ、スリーブ量）

畳 枚ﾌﾛｰﾘﾝｸ

襖 面 天袋 面

枚



巻末(6) 「合同宿舎維持管理機関」

圏宿舎の申請・届出手続に関することは、あなたの所属する官署の宿舎担当者にお問い

合わせください。

鰯宿舎の施設・設備等に関することは、管理人（業務委託を行っている場合は受託会社

を含む）にお問い合わせください。
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名 称 所在地
管轄区域

担当課・電話番号

関東財務局

〒330-9716

さいたま市中央区新都心1－1

さいたま新都心合同庁舎1号館

埼玉県

第4統括国有財産管理官

1HO48-600-1206(ダｲﾔﾙｲﾝ）

東京財務事務所

〒113-8553

文京区湯島4-6-15

湯島地方合同庁舎

東 京 都（23区内）

第7統括国有財産管理官

1日03-5842-7026（タｲﾔﾙｲﾝ）

東京財務事務所

立川出張所

〒190-8575

立川市緑町4-2

立川地方合同庁舎

東 京 都（23区以外）

第3統括国有財産管理官

旧042-524-2195（代）

横浜財務事務所

〒231-8412

横浜市中区北仲通5-57

横浜第2合同庁舎

神奈川県（横須賀市以外）

第6統括国有財産管理官

1tL 045-681-5003(ダｲﾔﾙｲﾝ）

横荊
纐

務事務所

賀出張所

〒238-8535

横須賀市新港町1－8

横須賀地方合同庁舎

神奈川県横須賀市

管財課

旧046-823-1047(ダｲﾔﾙｲﾝ）

千葉財務事務所

〒260-8607

千葉市中央区椿森5-6-1

千葉県

第5統括国有財産管理官

旧043-251-7216（ダｲﾔZﾙｲﾝ）

甲府財務事務所

〒400-0031

甲府市丸の内1－1－18

甲府合同庁舎

山梨県

管財課

1EL O55-253-2261 (代）

宇都宮財務事務所

〒320-8532

宇都宮市桜3-1-10

栃木県

管財課

1HO28-346-6303(ダ'fﾔﾙｲﾝ）

水戸財務事務所

〒310-8566

水戸市北見町1－4

茨城県（つくば市以外）

管財課

旧029-277-2046(ダ"fﾔﾙｲﾝ）

水戸財務事務所

筑波出張所

〒305-0031

つくば市吾妻1-12-1

筑波合同庁舎

茨城県つくば市

出張所

旧029-851-2160(代）

前橋財務事務所

〒371-0026

前橋市大手町2-10-5

前橋合同庁舎

群馬県

管財課

1H027-221-4491(タｲﾔﾙｲﾝ）

新潟財務事務所

〒950-8623

新潟市中央区美咲町1-2-1

新潟美咲合同庁舎2号館

新潟県

管財課

1FL O25-281-7506(ダｲﾔﾙｲﾝ）

長野財務事務所

〒380-0846

長野市旭町1108

長野第2合同庁舎

長野県

管財課

1日026-234-5126（タｲﾔﾙｲﾝ）




